
＋

四
六
〇
一

）
四
四
四

湾
台

叛
期
時
厳
戒

正
改
と
立
成
の
そ
｜
｜

乱

判
審
當
不
諜
匪

｜
｜
て
っ
ぐ
め
を

の
」
例
條
償
補
件
案

徐

究
研

勝

＋

日
、
近
最

）
１

ジ
ア
東
、
し

。
る
い
て
れ

を
体
解
義
主

戦
大
界
世
次

に

め

じ

はは
で
本日

連
関
の
と
」
償
補
後
戦

略
侵
・
配
支
地
民
植
の
本

る
け
お
に
ア

争
戦

も
に
後

重
る
よ
に
力
権
公

国
は
衆
民
の
ア
ジ
ア
東
、

地
各
ア
ジ
ア
東
、
し
止
中

、
で

い
お
に

人
な
大
重
る
よ
に
力
権
公

被
た
え
与
に
ア
ジ
ア
東
が

」
害
侵
権
人
な
大

ら
か
害

の
力
暴
家

世
次
二
第
、
は

て

。
た
き
て
け
受
を
害
被

に
化
強
の
盟
同
事
軍
共
反

復
回
の
ら
か
害
侵
権

と
つ

な
全
完
に
末
、
は
復
回
の

け
だ
前
以
戦
大
界

を
決
解

始
の
戦
冷

も
る
れ
ら
限
に

め

メ
ア
、
に
も
と
と
り
ま

生
誕
を
権
政
裁
独
事
軍
、

せ
さ

ら
語
が
題
問
の
」）

）
２

で
の

か
し
。
い
な
い
て
見

日
は
カ
リ

二
第
。
い
な
は

戦
冷
。
た
き
て

国
軍
の
本

最
の

＋

戒
は
い
る
あ

っ
な
と
線
前

っ
行
を
治
統

近
紀
世
半
ぼ

断
分
、
は
で
ア
ジ
ア
東
た

治
統
る
よ
に
令
厳

が
壁
の

主
威
権
く

極
、
れ
わ
行
が

た

中
、
し
続
持
が
制
体
義

峡
海
湾
台
、
島
半
鮮
朝

。

力
暴
家
国
な
端

ト
ェ
ヴ
、

は
で
国

に
ま
ま
い
し
ほ
が

て
へ
を
戦
内
共
国

軍
、
り
切
横
を
ム
ナ

石
介

た
き
て
れ
さ

配
支
裁
独
部

権
政

朝
は
で
島
半
鮮
朝
。

間
年
七
三
り
依
に
湾
台
が

鮮

法
態
事
常
非
に
下
の

に

戒
ぶ
及

ほ
で
ん
挟
を
争
戦

る
よ
に
令
厳

＋ ＋

）
３

お
に
国
韓

も
に
人
万
〇

に
」
殺
虐
州

）
５

害

〇
八
九
一

と
」）
怖
恐

い
共
反
・
米
親

独
反
は
」

断
分
と
配
支
軍
米
、
は
て

暴
家
国
、
で
ま
る
至

国
・

数
る
よ
に
力

）
４

。
る
い
て
れ
わ
言
と
る
至

事
殺
虐
る
れ
ば
呼

で
湾
台

い
に
代
年

民
の
万
数
で
件

裁

国
韓
・
湾
台
、
て
っ
た

し
と
題
課
的
心
中
の
争
闘

ば
れ
す
え
さ
り
あ
で

登
て

体
法
安
保
家

裁
独
事
軍
、

の
々

四
九
一
、
で
下
の
制

、
れ
わ
行
が
殺
虐
人
間
民

の
年
六
四
九
一
は

そ

れ
さ
害
殺
が
衆

事
八
二
二

る
け
お
に

。
た

し
場

過
の
動
運
」
化
主
民

年
九
八
九
一
。
た

た
し
持
支
を
権
政

の
戦
冷

年
八

よ
に
合
場
、
り

ら
か
」
件
事
三
・
四
州
済

争
戦
鮮
朝
、
は
者
牲
犠
の

し
発
を
端
に
」
件

の
後
前

、

う
よ
、
で
程

白
代
年
〇
五

壊
崩

よ
に
力
暴
家
国
く
や

は
カ
リ
メ
ア
、
り
よ
に
」

チ
や
ン
ラ
イ
、
は
て
っ

冷

の
年
〇
八
九
一

よ
の
ー
リ

色

〇
一
に
心
中
を
期
時

光

ロ
テ

る

色
白
文
原

の
代
時
戦

侵
権
人
な
大
重

に
う

、
に
う
よ

る
よ

米
親
り
よ
に

作
工
の

虐
量
大

＋

し

体
断
分
・
戦

お
に
国
韓

、
月
九
年

期
初
は
て

権
政
共
反
・

、
後
以
件
事

事
殺

が
要
必
る
す
出
創
を

・
復
回
誉
名
る
す
対
に
件

年
〇
九
九
一
、
は
て
い

賠

突
な
き
大
に
制

九
九
一
と

の
も
の

の
も
く
開
を
口
破

て
れ
ら
知
く
広
、
し
属
に

流
に
界
世
て
っ
よ
に
信
通

れ
さ

る
す
と
後
前
を
争
戦
鮮
朝

か
と
こ
た
っ
な
く
な

間
民

前
が
動
運
償

闘
の
そ
、
ら

年
五

の
た
れ
現
ち
立
に
面

す
対
に
件
事
殺
虐
州
光
の

会
社
な
き
大
、
り
あ
で

る治
政
・
的

）
６

る
い

名
」
件
事
殺
虐
民
良
昌
居

た
え
与
を
撃
衝
な
き
大
、

全
」
件
事
殺
虐
人

半
鮮
朝

よ
、
は
争

真
る
す
対
に
般

で

も
間
空
動
運
な
由
自
り

償
賠
・
復
回
誉
名

。
る
あ

パ
ン
イ
的

処
者
任
責
、
法

誉

。
た
け
か
げ
投
を
ト
ク

に
年
六
九
九
一
が
法
復
回

立
成

で
里
斤
老
る
あ
で
部
中
島

回
誉
名
と
明
究
相

軍
米
の

国
、
て
得

の
法
償
賠
・
復

は
定
制
の
法
罰

に
力
暴
家

と
件
事
殺
虐
人
間
民

冷
、

よ
に

九
九
九
一
、
が
た
し

動
運
定
制

殺
虐
人
間
民
る

そ
今
、
は

＋

び
よ
お
明
糾

い
つ
に
途
の

ど
な
ン
チ
ン

さ
罰
処
て
し

湾
台

か
し
。
る
あ
で
り
か
ば
た

し

関
に
復
回
誉
名
者
牲
犠

済

対
に
ち
た
人
た
れ

特
る
す

き
大
で
米
南

回
誉
名
る
す

ミ
た
っ
な
と
題
問
な

乱
叛
期
時
厳
戒

補
件
案
判
審
當
不
諜
匪

す
対
に
」
件
事
三
・
四
州

」
法
別

相
真
る

一
、）
」
法
別
特
三
・
四

る
あ
で
法
償
補
・
復

九

グ
ン
シ
ッ

運
化
主
民

よ
の
）
者
明
不
方
行

究
研
の
」
例
條
償

）
徐

的
目
を
復
回
誉
名
・
明
究

三
九
ら
か
年
八
六

る
す
と

者
連
関
動

に
間
の
で
ま
年

う

法
償
補
び
及
復
回
誉
名

致
拉
で
下
の
権
政
裁
独
に

れ
さ五

六
〇
一

化
主
民

相
真
三
・
四
州
済

に
ら
さ
、」

連
関
に
動
運

な
に
明
不
方
行

ゼ
ル
ア
、

た
っ

）
五
四
四

＋



年
〇
〇
〇
二

学
法
館
命
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号
四
・
三

一
七
二

＋

〇
一

巻
上
）
号
二
七
二
・

六
六

）
六
四
四

過
通
を
会
国

対
に
ち
た
人例

及
乱
叛
期
時

お
に
湾
台

お

の
そ
、
と
法

国
が
）」

明
究
相
真
る
す

で
す
て
い

は
の
た
し

る
あ
で
法
別
特

い

た
っ
あ
で
進
前
な
き
大

に
年
五
九
九
一
、
は
て

二
二

）
７

補
件
案
判
審
當
不
諜
匪
び

こ
。
た
し
過
通
を
会

條
償

い
つ
に
較
比

と
国
韓
ら
れ、

は
て

。
た
じ
論
に

ア
ジ
ア
東

法
別
特
明
究
相
真
死
問
疑

及
理
処
件
事
八 。

、
の
」」

例
條
償
補

」
例

二
叛
當
不
期
時
厳
戒
‥
文
原

の
で
域
地
両
湾
台

乱

国
る
け
お
に

よ
に
力
権
公

わ
い

牲
犠
ム
ズ
リ
ロ
テ
家

、
が
法
三
算
清
去
過
る
ゆ

成
が
）
例
條
償
補
八
二

一一
、
し
立

例
條
償
補
件
案
判
審
諜
匪

」
害
侵
権
人
な
大
重
る

。

復
回
誉
名
の
者

回
の
ら
か

償
賠
・

九
九

に
月
二
一
年
九
九
九

に
年
八、

下
以

厳
戒

と
的
目
を
復

條
判
審
當
不

諸
る
す

）
８

論
で
こ
そ

に
」
究
研
の
）

の
国
韓

光

＋

い

、
罪
謝
、
明

件
事
州
光

違

條
償
補
八
二

。
う
よ
え

、
に
う
よ
た
じ

冷
、
は
い

主
民
州

代
時
各
、
域
地
各

に
等
償
補
者
連
関
動
運
化

界
世
、
は
」
法
償
補
連
関

の

、
罰
処
者
任
責
、
償
賠

公

、
面
反

い
と
念
記

例

、
は
」
法
別
特
三
・
四

、
て
べ
比
に
」

イ
の
代
時
戦

條
判
審
當
不

事
、

の
立
対
ー
ギ
ロ
オ
デ

名
、
て
っ
よ
に
格
性
の
件

と
」
律
法
る
す
関

誉

る
よ
に
力
権

主
民
八
一
五

う

の
害
侵
権
人
な
大
重

復
回
の
害
侵
権
人
な
大
重

ろ
ち
も
は
罰
処
者
害
加

」

条
八
第
は
」
例

償
賠
、
ん

、
存
残

排
用
適
て
い
お
に

と
治
政
実
現
、
は
い
る
あ

に
容
内
の
法
償
補
・
復
回

る
す
関
に
動
運
化

り
な
か

の
者
害
被

を
と
」
法
別
特

の

」
法
償
賠
・
復
回
誉
名

な
か
、
ば
れ
見
ら
か
則
原

全
完
不
い
無
が
定
規

完
り

置
を
項
条
除

あ
で
の
も
な

か
の

な
的
限
制
、
ど
な
く

り
お
て
し
来
由
に
り
わ
か

併

。
る
あ
が
差
な
き
大

、

で
中
の

る
ゆ
わ
い
、
た
せ

で
の
も
な
全

究
相
真
、
は

は
で
湾
台
。
る

と
る
あ

人

の
こ
。
る
あ
で
律
法

二て
し
と
法
済
救
権

＋

條

お
に
稿
本

損
を
格
性
の

あ
で
の
も
う
な

の
定
改
例

は
て
い

。
う
よ
え
い
と
る

る
け
お
に
湾
台
、

の
条
八
第
を
程
過

當
不

」
例
條
判
審

」
項
条
除
排

中
を

の
後
の
そ
と
立
成
の

論
を
点
題
問
の
そ
、
に
心

に
特
、
て
い
つ
に
向
動

じ

に
度
年
〇

。
る

〇
〇
二
、

同
る
け
お

＋ ＋

大

を
格
性
の
史

五
四
九
一

、
後
戦

た
っ
い
、
て

次
三
第
と
調

け
お
に
史
代
現
湾
台
、
一

わ
に
紀
世
半
の
本
日
、
年

す
定
規
に
的
本
基

植
る
た

、
は
の
も
る

に
で
す
は
し
兆
の
」
戦
重

ま
始
の
戦
内
共
国

て
れ
現

メ
ア
、
ん

っ
あ
で
ら
か
り

は
カ
リ

』
書
白
国
中

史
前
る

解
は
湾
台
ら
か
配
支
地
民

冷
と
戦
内
）
共
国

れ
さ
放

の
戦

が
る
え
い
と
た
い

」
戦
重

九
一
。
た

格
本
が
れ
そ
、

に

で
戦
内
共
国
、
年
九
四

、
り
よ

敗
腐
・
能
無
の
石
介

）

、

接
て
っ
よ
に
下
部
の
石
介

収

と
る
あ
で
）
争
戦
の
重
二

一
、
は
の
る
す
化

て
れ
さ

党
民
国
の

マ
の
年
六
四
九

、
と
退
敗
の

湾
台
、
し
判
批
を

の
石
介

。
た
れ
さ

を
策
政
渉
干
不

代
現
湾
台

）
９シ

ー

界
世
次
二
第
。
る
い

の
へ
湾
台

不
の
停
調
ル
ャ

、
が
た
し
明
闡

経
を
避
逃

の
石
介

鮮
朝
年
〇
五

九
一

格
本

＋

の
年
六
四
九

台
を
府
政
央ま

れ
わ
行
が
式

五
九
九
一

と
始
開
の
争
戦

る
い
て
れ

台
な
的

分
隻
〇
二
、
に
共

第
。
た
っ
ま
始
が
治
統
湾

余
年
四
の
で
ま
す
移
に
湾

あ
で
件
事
八
二
二

湾
台
を

、
月
二
年

な
的
格
本
、
り

、

に
北
の
府
統
総
の
北
台

事
八
二
二
の
統
総
輝
登
李

る
す
当
相
に

。

に
件

世
次
二

し
と
」
母
空
沈
不

年
九
四
ら
か
結
終
戦
大
界

と
史
前
る
け
お
に
史
代
現

幕
の
史
代
現
湾
台

位
て
し

は
は
園
公
新
る
あ

代
年
〇
五

謝
る
す
対

公
念
記
八
二
二

て
れ
ら
げ
上
み
読
が
文
罪

に
ン
マ
ー
ル
ト
が
湾
台
の

、
月
二
一

っ
よ

で
陸
大
が
権
政
石
介

）

前
の
こ
、
ら
な
る
け
づ
置

よ
に
」
ロ
テ
色
白

象
を
史

改
と
」
園

落
て
っ
き
て
っ

た

念
記
で
こ
そ
、
れ
さ
称

記
る
あ
に
前
の
塔
念
記
。

、
れ
さ
価
評
再
て

碑
念

す
徴

中
て
れ
敗
に
戦
内
の

る
れ
さ
と

一
、
は
の
も
る

念
記
と
塔

。
る
な
に
と
こ

う
よ
の
次
は
に

幕
除
の
碑

刻
に

誰

を
民
台

え
か
き

九
一

＋

料
が湾

台

し
戦
敗
が
本
日
、
年
五
四

し
か
し
。
た
っ

た
し
降
投

視
蔑

、
官
長
政
行
省
湾
台

懐
敗
は
紀
官
て
え
加
、
し

う
ろ
だ
た
見
も
て
っ

、
し

七
四
九
一
。
か

乱
叛
期
時
厳
戒

補
件
案
判
審
當
不
諜
匪

、
り
わ
伝
が
息
消
う
い
と

収
接
が
儀
陳

不
も
に
幸
慶

台
治
・

失
は
商
産

を
任
重
の
）
湾

、
し
漲
飛
は
価
物
、
し
調

売
専
、
日
七
二
月
二
年

失台
が
員
人
の
局

究
研
の
」
例
條
償

）
徐

か
治
統
地
民
植
の
義
不
公

ら
が
な
い
負

た
し
離
脱
ら

じ
通
に
情
民
て
っ
え
か
、

不
の
衆
民
、
で
重
厳
は
業

北
平
延
市
北

は
緒
情
な
満

り
締
取
を
コ
バ
タ
闇
で
路

七
六
〇
一

ず

沸
で
喜
歓
は
民
万
、
と

点
沸

、
で
頗
偏
が
政
施
、

バ
タ
、

、
は
と
く
づ
近
に

を
女
の
り
売
コ

）
七
四
四

＋



年
〇
〇
〇
二

学
法
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号
二
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八
六

）
八
四
四

さ

、
に
為

と
こ
る

し
打
殴

強
せ義

嘉

な
陶
慕

厳
戒
に
石
介

て
っ
誤
を
人
く
行
道
、

、

た
し
求
要
を

の
民
、
し
殺

各

出
に
撃
銃
の
意
不
、
が

委
理
処
件
事
は
神
士
の
地

商
協
面
一
、
で
情

を
会
員

報
は
）

う
も
、
ら
が
な
し

派
に
湾
台
即
、
き
聞
を
告

警
。
た
れ
さ
布
宣
が

し
兵

鎮
、
が
ど

参
部
令
司
総
備

無
、
時
う
行
を
郷
清
・
圧

め
極
を
惨
凄
も
最
が
雄
高

た
し
発
激
を
憤

れ
こ
。
た

会

は
衆
群
北
台
、
日
翌
。

全
、
し
傷
死
が
名
数
、
い

間
中
、
し
織
組

争
抗
的
面

一

革
改
治
政
、
し
調
協
で

て
っ
以
を
神
士
、
は
で
面

、
日
八
月
三
。
た

叛
匪
奸

、
長
謀

師
、
は
団
師
一
二

官
令
司
塞
要
隆
基
、
芬
遠

に
ぎ
繋
珠
数
を
者
な
辜

、

二
に
世
を

月
ヶ
数
、
て
し

れ
そ
。
う
い
と
件
事
八
二

長
、
い
行
を
進
行
モ
デ

か

は
火
怒
の

押
に
前
署
公
官

解
を
い
争
。
た
れ
さ
火
点

思
。
た
し
出
提
を
求
要

決

し
為
と
徒

陳
、
か
ほ
の
い

。
た
じ
請
を
兵
に
京
南
、

の
揮
指
卿
雨
劉
、
長
団

国

、
熹
宏
史

上
に
隆
基
に
下

孟
彭
、
官
令
司
塞
要
雄
高

者
踪
失
・
傷
死
、
に
間
の

近
紀
世
半
ら

え
数
を
万
は

に
厳
戒
期
長
は
湾
台
、
く

し

す
罰
処
を
人
犯
け
か
し

は
儀

る
す
除
消
を
怨
積
、

府
政
民

延
遷
を
理
処
件
事

、
席
主

台
全
、
日
十
、
し
陸

正
中

張
、
長
団
兵
憲
び
及
、

湾
、
北
台
、
隆
基
も
で
中
、

の

蝉
寒
は
野
朝
、
れ
か
置

独

く
若

＋

立

る

の
月
三
年
七

文
碑
の
こ

さ
と
の
も

の
こ
て
え
敢
、
み
噤
を
口

、
は
議
争
の
）

触
に
忌
禁

し
だ
尤
の
憂
隠
の
そ

の
件
事
八
二
二
て
っ
よ
に

の
軍
央
中
党
民
国

な
単
簡

一
、
後
以
陸
上

）。
る
い
て
れ

色
白
代
年
〇
五
湾
台
、
二

冤
に
る
然
。
た
っ
か
な
れ

あ
で
の
も
き

し
積
鬱
は
屈

。
る

る
知
い
伺
は
価
評
と
緯
経

に
間
の
ど
ほ
月
ヶ

が
と
こ

、
た
れ
さ
害
殺

怖
恐

す
洩
宣
く
ら
須
は
に
終
、

籍
省
、
く
べ

）

府
政
党
民
国
。
う
よ
き
で

表
発
の者

害
被
の
」
件
事
八
二
二

二
は

統
と
忌
猜
の
間

）
一

、
八

四
九
一
も
て
っ
よ
に

ぼ
の
に
名
〇
〇
〇

＋

治

色
白
代
年
〇

事
八
二
二

み
生
ら
か

）

民
国
、
が
件

」
会
助
互
人

ロ
テ

質
体
敗
腐
正
不
の
党

出
い
追
ら
か
陸
大
、
は
」

る
あ
で
の
も
た
れ
さ
出

さ
え
い
とた

に
場
立
の
）」
会
助
互

ま
じ
は
ら
か
れ
そ
、

ル
つ

命
絶
対
絶
、
れ

作
壊
自
る

。
う
よ

さ
た
立
に
機
危
の

に
」
ロ
テ
色
白
代
年
〇
五

は
洲
博
藍
、
ー
タ
イ
ラ
ポ

さ
起
惹
り
よ
に
用

よ
の
次

た
れ

あ
で
の
も
た
れ

け
賭
を
り
残
き
生
の
石
介

で
体
団
者
害
被
、
て
い
つ

し
を
定
規
格
性
に
う

る
あ

ら
な
る
す
と
る

。
る
い
て

、
統
権
強
な
的
限
極
た

五難
受
治
政
区
地
湾
台

に
余
年

に
た
新

九
一

＋ ＋

身
出
陸

場
立
の
府
政

対
に
れ
そ

日
五
二
月
六
年
〇
五

国
民

。
た
し

が
争
戦
鮮
朝
、

治
統
の
ら
自
は
権
政
石
介

で
中
の
治
政
怖
恐
る
た
い

の
）

く
な
少
、

知
的
義
主
国
愛
、」
匪
共

分
識

、
時
当
年
七
九
九
一
、
し

、
て
っ
た
に

省
湾
台

テ
色
白
代
年
〇
五

八
三

、
月
五
年
）
九
四
九
一

ア
、
や
否
や
る
す
発
勃

乱

に
固
強
を

共
反
は
カ
リ
メ

お
に
湾
台
、
に
め
た
る
す

民
国
、
も
て
っ
も
積
見

い

化
文
、
子

〇
三
は
権
政
党

殺
を
民
農
、
者
働
労
、
人

、
り
あ
で
長

に
」
ロ

テ
色
白
代
年
〇
五

述
く
と
ご
の
次
、
て
い
つ

転
逆
は
局
戦
）
圧
鎮
乱
反

慮
考
の
上
略
戦

府
政
、
し

て

し
退
敗
で
陸
大
、
ら
か

な
酷
残
で
汎
広
に
的
続
持〇

〇

滅
撲
治
政

、
る
た
い
に
名
〇
〇
〇
五

省
本

）

上
以
名
〇
〇
〇
八
、
し
害

た
し
獄
投
を

命
を
査
調
る
す
対
に
」
ロ

。
る
い
て
べ

、
た
じ

を
令
厳
戒
に
区
地
湾
台
は

へ
党
民
国
た

こ
る
す
施
実

め
す
す
を
動
運

を
持
支
の

五
。
た省

外
と
）
湾
台

。

大

楚
宋

党
民
国
、
は

政

央
中
。
た
し
布
宣
を
と

が
府

）」
例
條

く
多

＋

者
両
の
こ

、
て
い

っ
移
に
湾
台

こ
。
た

鮮
朝

を
地
基
興
復
、
ら
か
て

、
び
及

布
領
を
」
例
條
諜
匪
粛
検

し

摘
を
織
組
下
地
の
共
中
の

り
た
っ
遭
に
陥
誣

、
し
発

や
や
、
り
よ

し
に
辜
無
、

述
で
場
立
な
的
立
中

戦
冷
西
東
、
発
勃
の
争
戦

て
し
称
総
を
れ

防
共
恐
、

に
固
強

整
の
」
ロ
テ
色
白

さ
定
安
を
心
民
の
会
社
し

る
せ

）

圧
制
の
乱
叛
に
的
面
全
、

透
浸
の
子
分
諜
匪

諜
防
と

さ
連
牽
て

防
を
動
活
覆
転

べ

こ
、
り
あ
が
の
も
た
れ

央
中
湾
台
、
が
の
る
い
て

究
研

の
況
状
な
雑
複
の
ど
な
共

行
清
粛
・
頓

治
情
、
に
下

会
社
湾
台
、
が
う
言
と
動

五
年
九
三
国
民
、
に
め
た

、
に
月
六
、て

っ
取
を
置
措
の
め
た
の

が
効
に
の
る
す
制

の
そ
、

本
、
を
れ

だ
た
。
た
っ
あ、

は
で
書

ジ
ロ
プ
の
院

」
件
案
治
政

で
ム
ー
チ
・
ト
ク
ェ

対
反
翼
左
が
関
機
）
報
情

そ
、
て
し
対
に

し
対
に
者

そ
響
影
の
当
相
、
れ
ぞ
れ

れ
ぞ
れ

乱
叛
治
懲

、
し

数
る
あ
に
湾
台
、
間

お
に
程
過
理
処）。。

る
あ

す
称
とを

っ
取
を
動
行
の
連
一
て

に

＋

方
一
。
た
し
ら
た
も

、
て
し

定
を
礎

い
お

引
の
上
以

湾
台

、
で
討
掃
な
力
強
、
は
て

で
方
他
。
た
め

政
、
会
社

な
少

程
過
理
処
の
そ
、
は

し
出
り
作
を
罪
冤
ぬ
ら
か

多
、

、
ら
か
用

ロ
テ
色
白
代
年
〇
五

乱
叛
期
時
厳
戒

補
件
案
判
審
當
不
諜
匪

中
、
し
持
維
を
定
安
的
治

、
り
誤
の
で

侵
湾
台
の
共

連
を
人
の
辜
無
は
い
る
あ

）

た
も
を
劇
悲
的
代
時
の
く

。
た
し
ら敗

に
戦
内
共
国
、
は
と
」

た
し
北

究
研
の
」
例
條
償

）
徐

る
あ
、
み
阻
を
心
野
の
略

或
、
せ
さ
累

の
後
、
度
程

を
怨
私
て
り
借
を
公
は
い

争
戦
鮮
朝
、
が
権
政
石
介

勃
の九

六
〇
一

晴

基
な
要
重
の
跡
奇
済
経

乱
混
は
い
或
、
し
ら

た
し
得
獲
に
共
と
発

）
九
四
四

＋



年
〇
〇
〇
二

学
法
館
命
立

号
四
・
三

一
七
二

＋

〇
一

巻
上
）
号
二
七
二
・

〇
七

）
〇
五
四

に
々
人
る
れ

の
カ
リ
メ
ア中

一
七
九
一

で
烈
苛
も
と

に
景
背
を
認
承

の
土
本
国

て
し
対

基
的
治
政
の
そ
、

清
粛
大
、
圧
弾
大
た
っ
行

九
一
た
れ
わ
行
に
的
中
集

年
九
四

、
三

と
」
件
事
八
二
二

の
ー
ャ
ジ
ン
シ
ッ
キ
、
年〇

訪
国
中

が
湾
台
い
な
ぎ
過
に
％
三

台
に
め
た
る
め
固
を
盤

、

え
言
と
る
あ
で

の
内
島
湾

五
ら
か

に
的
期
時
。
う
よ

五
、
が
す
指
を
間
の
年
四

賠
・
復
回
誉
名
の
者
牲
犠

償

・
国
中
対
の
国
米
、
は
問

表
代
を
体
全
国
中

政
湾
台

反
的
治
政

虚
う
い
と
る
す

は

産
共
国
中
に
特
、
派
対

期
時
の
争
戦
鮮
朝
ぼ
ほ
、

重
と

）

も
の
も
る
す
と
で
ま
年
六

を
換
転
大
一
の
策

。
る
あ

け
続
を
構

。
た
し
ら
た
も

党
な
き
で
が
と
こ
く
行
て

、
り
な

さ
な
み
と
派
持
支

月
〇
一
年
同

っ
も
が
圧
弾

国
中
、
り
な
く

、
日
五
二

政
行
を

同
と
入
加
連

国
が

長
院

＋

正

公
は
ち
た
衆

五
七
九
一

憤
に
挙
選

に
時

七
八
九
一

歩
進
主
民

台
、
し
り
入
国
事
理
任
常

建
大
〇
一
、
し
命
任
に

湾

、
年

手
着
に
設

党
民
国
、
し
亡
死
は
石
介

た
め
始
し
翻
を
旗
反
と
然

ち
た
衆
民
た
し
激

九
一
。、

る
よ
に

党

中
れ
さ
成
結
が
」）
党
進
民

件
事
八
二
二
、
は
に
年

、

脱
ら
か
連
国
は

年
周
〇
四

国
、
し

で
湾
台
。
た
し
退

す
心
腐
に
化
湾
台
の
党
民

力
握
掌
る
す
対
に
湾
台
の

キ
湾
台
、
年
七
七

著
顕
が

老
長
教
ト
ス
リ

歴

一
。
た
し
発
爆
が
」
件
事

、
は
に
年
七
八
九
一

七
九

、
て
し
期
を

厳
戒
に
い
つ

促
日
平
和
八
二
二

弱
に
幅
大
は
治
統
の
石
介

。
た
っ
な
に
う
よ
る

化
体

で
ま
れ
そ
、
て
し
化
弱
に

言
宣
権
人
は
会
教

え
さ
押

同
、
し
表
発
を

）

、
は
に
年
九

が
令

起
が
」
件
事
島
麗
美

。
る
あ
で
の
た
れ
さ
除
解

真
、
れ
さ
成
結
が
」
会
進

の
子
息
、
し

明
究
相

民
た
き
て
れ
ら
け
つ

国
経

り
こ

不
、
は
に
月
一
一
年

誉
名
・

、
は
に
年
六
八
、

牲
犠
・
復
回

＋

事
行
慕
追
者を

統
総
輝
登
李

織
組
党
政

立
建
碑
霊
慰
・

、
し
成
構

法
止
禁

れ
さ
進
推
が
ど
な

た
れ
さ
止
廃
が
法
悪
の
）

研
査
調
の
件
事
八
二
二
が

遺
、
究』

告
報
究
研
件
事
八
二
二

発
を

）

い
続
に
除
解
令
厳
戒
。
た

に
年
〇
九
九
一
。

一
、
て

労
慰
の
族

地
各
湾
台
、
は

表

命
に
院
政
行
、
を
ど
な

月
二
年
五
九
九
一
。
た
し

、
は
に
年
八
八
九

八
二

」
禁
報

行
念
記
八
二
二
、
で

論
言

、
年
翌
、
じ

さ
行
挙
が
事

に
日

八
二
二
、
は
院
政
行

園
公
新
北
台
、
は

、）
法
制
統

二
年
翌

一
九
九
一
。
た
れ

」
禁
党

組
小
究
研
査
調
件
事

、
年改

に
園
公
念
記
八
二

＋ ＋

償
補
る
す
対

八
二
二
）
称

償
補
件
事
八

家
門

特
の
法
の
こ

八
二
二

念
記

九
第
、
て
い

犠
、）

、
れ
わ
行
が
式
幕
除
の
碑

の
こ
。
た
し
表
発
を
、

李

設
が
」
会
金
基

よ
に
表
発

」
例
條
償
補

。
た
れ
さ
立

は
徴

定
制
で
条
一
第
、
は

、
者
牲

の
償
賠
・
復
回
誉
名

者
三
の
」
族
家
の
そ
び
及

で
条
〇
一
、

で

総
輝
登

力
強
に
」
会
金
基

が
統同

、
て
っ

、
罪
謝
の
府
政

、
は
に
日
七
月
四
年

理
処
務
事
償
補
、
を
的
目

基
が
関
機
の
め
た

相
真
、

会
金を

会
事
理
て
っ
も

）
団
財

調
料
資
な

る
い
て
し
成
構

否
拒
、
し
与
付
を
権
査

復
回
誉
名
の
者
牲
犠

処
件
事
八
二
二

、）
反
平

、
開
公

」
例
條
償
補
及
理

族
、
癒
治
の
跡
傷
的
史
歴

の
関
機
立
独
の
形
う
い
と

、
点

を
裁
体

者
牲
犠
に
特
、
明
究
相
真

則
罰
る
す
対
に
の
も
る
す

め
定
を

布
公
が

に
族
家
と
者
牲
犠

、
れ
さ

二
二

）

と

。
る
い
て
し
と
和
融
群

、
り

民
・
官

て

お
を
点
重
に
定
確
の

専

、
点
る
い

規
追
訴

名
、
て
し
と

業
事

が
程

＋

三
九
九
一

代
年
〇
五

償
補
、
復
回
誉

代
年
〇
五

欠
い
無

教
、
業
事
念
記
、

。
る
あ
が
点、

四

」
例
條
判
審
當
不

っ
ま
始
に
日
八
二
月
五
年

牲
犠
の
」
ロ
テ
色
白

次
て

処
件
案
治
政

回
誉
名
の
者

な
育

足
発
が
」
会
員
委
理

、
で
点
る
い
て
め
定
を
ど

過

立
成
の

治
政
の
基
一
〇
二
、
と
々

の
求
要
償
賠
・
復

ち
た
犯

一
同
、
し

た
っ
ま
高
が
声

去
真
に
院
察
監
、
に
日
六

い
て
れ
優
て
し
と
法
算
清

張
六
、
北
台
が
墓
の

が
る

ず
ま
。

同
共
営
市

相

、
し
起
提
が
」
会
助
互

っ
行
を
情
陳
の
ど
な
明
究

、
罰
処
の
者
害
加
、

。
た

）

年
同

、
れ
さ
見
発
で
地
墓

、
て
い
続

、
日
四
一
月
六

台
、
竹
新

＋

件
事
、
と
簿

、
中
台
、
北

に
書
問
質
の

が
た
し
求
要

湾
台

成
法
償
補
て
い
お
に
雄
高

開
公
の
類
書
係
関

動
運
立

解
題
問
、

要
に
部
防
国
を

対

っ
か
な
く
す
や
た
は
決

九
九
一
の
部
防
国
、
る
す

年
四

乱
叛
期
時
厳
戒

補
件
案
判
審
當
不
諜
匪

。
た
れ
か
開
が
会
明
説
の

ま
時
当
。
た
し
求

一
月
七

、
で

体
団
者
害
被
。
た

会
助
互

日
二
一
月
五

政
代
年
〇
五

と
ご
の
次
は
答
回
の

究
研
の
」
例
條
償

）
徐

聴
公
で
会
国
、
は
に
日
七

霊
慰
の
回
五
は
」

開
が
会

処
件
案
治

相
真
い
行
を
祭

く

す
表
代
を
」
会
員
委
理。

る
あ
で

一
七
〇
一

明
究

名
の
者
刑
処
、
れ
か

正
林
る

を
復
回
誉
名
・

員
委
法
立

）
一
五
四

＋
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う
言
ら
か
ー
シ
処
、
１

委
理

の
た
で
法
打
の
一
、

だ
簿
名
た
し
出
提
で
会
員

に
と
こ
る
す
害
侵
を

で
け人

証
、
り
な

合
場
る
あ
が
せ
わ
合
い
問

範
の
件
事
、
が

軍
、
は
に

五
九

、
く
た
が
め
定
を
囲

湾
台
が
府
政
、
は
代
年
〇

い
で
ん
ら
く
た
を
倒

移
に

治
を
世
乱

、
は
府
政
。
た

関
の
時
当
、
が
だ
の
た
め

祉
福
・
主
民
の
日
今
、
で

不
が
報
情
、
は

。
る
あ
が

密

困
が
査
調
り
お
て
し
足

か
ら
明
が
元
身
の
）
者
告

に
任
責
の
部
管

、
り
な
に

根

に
件
事
別
個
、
て
い
お

況
状
い
な
し
在
存
が
法
拠

あ
で
期
初
た
っ

、
は
で
下

一

あ
が
件
事
八
二
二
、
り

を
定
安
の
序
秩
会
社
で
方

し
罰
処
で
法
係

他
、
り
図

今

の
会
社
湾
台
、
は
の
た

っ
よ
に
化
変
の
境
環
、
日

ま
。
る
あ
で
難

さ
廃
改
て

仇

場
る
す
を
開
公
料
資
た

え
与
を
傷
の
重
二
り
作
を

処
力
協
て
い
つ

に
と
こ
る、

り
お
て
し
理

の
録
記
、
料
資
連
関

〇
五

直
た
っ

い
な
き
で
は
開
公

で
定
安
不
が
会
社
、
で
後

潜
、
は
て
い
お
に
方

っ
あ

と
定
安

清
粛
を
敵
な
的
在

た
っ
あ
で
益
有
に
展
発

て
し
に
準
基
を
法
た
れ

過

人
個
、
合

で
法
の
去
過
、

事
当
。
る
な

バ
イ
ラ
プ
の

件
案
治
政
代
年

族
家
や
者正

は
共
中
、
た 。

は
と
」厳

、
に
め
た
る
す

府
政
統

あ
が
展
発
定
安
の
去

い
し

、
を
件
事
た
れ
さ
理
処

っ

べ
す
も
、
４

＋

省
、
３
冤、

５

的
法

に
展
発
・
全

る
見
で
上

錯
、）
罪

と
こ
る
す
と
だ
假
、）
誤

略

張
六

し

治
政
の
土
出
地
墓
同
共

あ
が
服
不
に
決
判
の
去
過

わ
い
。
る
あ
で
き

ら
な
る

る
ゆ

っ
の
に
き
続
手

代
年
〇
五

な
は
で
の
も
た
っ
と

ぎ
過
も
年
〇
四
は
権
償
賠

効
時
、見

意
の
部
防
国
、
に
う
よ

去
過
、
り
あ
で
要
必

の
書

か
裁
で
法
の

体
屍
の
犯

。
い
な
き
で
は

続
手
的
法
、

）
題
問
理
処

り
よ
に

、」
審
再

う
い
と
」
ロ
テ
色
白

常
非

で
の
い

た
が
め
定
を
囲
範

過
が

。
い
な
き
で
理
処
、

処
で
法
行
現
、
で
の
た
ぎ

る
す
理

、
は
子
骨

も
た
れ

」
論
跡
傷
の
重
二

と
だ
当
不
で
法
の
今
を
の

、」
判
審

案
別
個
、
で
」
訴
上
常
非

件
条
無
を
て
全
件
事
い

件さ
復
回
誉
名
、

）。
る
あ
で
難
困
は
の

開
公
料
資
た
て
立
し
押
を

き
で
は
と
こ
る
す

、
可
不

、
い
な

別
個

せ

を
請
申
済
救
て
し
関
に

、
は
の
る
す
と
う
よ

的
法
に

安
の
湾
台
が
圧
弾

っ
の
に
続
手

＋

次
は
点
題
問

理
処
て
っ
と

る
す
反
違
も

裁
る
あ
の
備

制
の
法
別
特
、
で
き
べ
す

で
の
も
な
う
よ
の

よ
に
定

獄
監
、
判

、
ず
ま
。
る
あ

も

処
の
後
放
釈
、
遇
処
の

府
政
、
に
の
た
っ
あ
で
の

き
で
は
決
解
括
一
る

特
の

、
い
な圧

弾
の
代
年
〇
五
九
一

時

で
ま
る
至
に
理

状
令
、
は

置
措
別

人
が
つ
一
つ
一
、

手
の
法
行
現
、
ず
ら
よ
に

も
う
い
と
、
た
ぎ
過
が
効

起
、
捕
逮
の
し
無

あ
で
の

際
国
の
権

文
決
判
や
状
訴

続

く
な
は
で
け
だ
準
基
的

訴
提
を
件
事
て
っ
よ
に
き

の
そ
、
し
か
し
。
る

よ
せ

当
、

不
、
り
た
っ
か
無
が

の
う
い
と

に
法
内
国
の
時

で
盾
矛
は

＋ ＋

起
に
後
の
そ

に
次
。
る
あ者

二
に
こ
こ

で
盾
矛
は
のよ

的
界
世
、
は

主
産
共
は

標
、
り

、
合
場
の
件
事
八
二
二
、

代
年
〇
五
た
っ
こ

公
料
資

二

。
る
あ

件
事
ロ
テ
色
白

色
白
代
年
〇
五
と
件
事
八

二
二
、
り
あ
で
者
義

ロ
テ

結
終
は
戦
冷

連
関
件
事
八

れ
さ

い
な
れ
し
も
か
た
し

た
き
て

」
解
和
大

謝
、
査
調
相
真
、
開

和
大

時
、
は
け
だ

回
誉
名
、
罪

件
事

き
続
手
的
法
、
論
効

が
い
違
の
角
視
る
ぐ
め
を

事
な
的
生
発
然
自
は
者

存

戦
内
共
国
、
が

き
巻
に
件

が
」
平

い
て
っ
終
だ
未
は

過
に
ン
ガ
ー
ロ
ス
だ
未
、

措
別
特
、
ど
な
償
賠
・
復

跡
傷
の
重
二
、
論

よ
に
置

。
る
す
在

っ
よ
に
ど
な
論

込

〇
五
、
は
音
本
の
府
政

と
る
あ
で
達
の
も
た
れ
ま

す
唆
示
を
と
こ
い
な

う
い

と
こ
い
な
ぎ

あ
で
の
も
る

て
っ

で
の
も
る
す
味
意
を

責
、
て

、
に
の
た
し
決
解

テ
色
白
代
年

る
す
避
回
任

こ
。
る
あ
に
と
こ

連
関
ロ

あ

に
権
政
輝
登
李
、
り

れ

者
害
被

の
ロ
テ
色
白
。
る

二
、
ら
な
る

立
の

＋

な
に
う
よ
る

と
題

件
事
ロ
テ
色

会
助
互

に
場

ま
高
が
心
関

把
て
し

の
次
は
洲
博
藍
、
て
っ
立

、
て
経
を
八
二

よ

は
の
た
っ

に
』
国
祖
色
白

」

然
必
の
代
時
と
史
歴
、

白
代
年
〇
五
た
し
集
結
に

題
問
権
人
に
純
単
を

テ
色

的
較
比
る
え

り
よ
る
す
と

、
り

行
を
い
闘
た
し
立
孤

う

。
た
き
で
ん
進
が
明
究

。
る
い
て
し
摘
指
に

し
望
失
て
し
底
徹

を
史
歴

、
り
あ
で

の
戦
冷
、
後
た

ロ

る
あ
が
罪
に
こ
ど
体
一

に
後
獄
出
、
は
者
牲
犠
の

行
が
衆
民
に
去
過
、
も

も

、
が
た
き
て
っ

た
き
て
っ

時
の
そ

、
て
っ
な
に
近
最

て
っ
戻
ち
立
に
場
現
の
代

あ
で
者
事
当
の
方
一
う
も

る

紅

）
。」
か
の
う
い
と

い
と
」
一
統
と
義
主
会
社

歴
る
す
対
に
動
運

ロ
ス
う

か
面
方
各

的
治
政
・
的
史

忠
白
代
年
〇
五
に
第
次
ら

国
祖
色

み
て
し
現
再
に
実

掲
を
ン
ガ
ー

す
持
支
を
』

る
わ
関
に
価
評
再

白
、
げ

る
す
い
た
に
ロ
テ
色

問

＋

件

象
対
を
族
家

六
九
九
一

係
関
の
ど
な

献
文
を
」

湾
台

は
者
筆
、
日
四
二
月
六
年

回
一
第
、
る
す
と

市
雄
高

に
会
員
委

を
査
調
録
採
の

者

、
う
い
と
る
せ
さ
査
調

献
文
、
け
分
に
班
二
一
を

員
委

乱
叛
期
時
厳
戒

補
件
案
判
審
當
不
諜
匪

館
会
雄
英
の

す
観
参

）
館
会
人
軍
役
退

れ
こ
。
た
き
で
が
と
こ
る

う
従
に
議
決
の
致
一
場
満

朝
、
が
員
係
の
会

で
の
も

六
約
ら
か
時
九

究
研
の
」
例
條
償

）
徐

代
年
〇
五
、
た
れ
わ
行
で

年
四
九
九
一
、
は

案
治
政

。
た
っ
あ

会
議
省
湾
台
の

時

政
獄
出
の
名
〇
〇
一
約

事
。
た
っ
行
を
査
調
の
間

の
件三

七
〇
一

の
で

の
そ
と
者
害
被
の
件

刑
処
や
犯
治

案
代
年
〇
五

取
、
緯
経
と
要
概

族
家
者

調

）
三
五
四

＋
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雄
高
は
に
年

収
や
間
期
べ名

的
治
政
の
そ

府
政
央
中

を
称

あ
で
避
可

ま
、
を
者
牲

五

の
官
る
け
お
に
間
期
容

る

九
、
で
南
台
、

為
行
法
違

否
拒
が

、
竹
新
は
に
年
七

府
政
省
湾
台
を
査
調
た
し

湾
台
、
き
お
て
さ
は
格
性

件
事
史
歴
代
年
〇

〇
〇
四

別
く
た
っ

治
政
、
し
と
」

と

す
別
区
て
し
と
の
も
の

た
っ
あ
が
識
認
況
状
う
い

四
ど
な
害
侵
権
人
や

事
。

北
台
、
中
台

問
質
の
目
項

着
が

み
進
が
査
調
で
順
の

う
よ
の
次
は
由
理
た
し
手

の
る
あ
で
部
一
の
史
年

な

排
限
大
最
を
性

せ
査
調
で

は
の
る

み
試
と
う
よ
し
除

理
の
民
国
、
り
あ
で
理
無

政
央
中
る
あ
が
任
責
に
件

調
、
て
っ
よ
に
紙

直
が
府

九
九
一
、

録
採
述
口
・
査

も

告
報
査
調
に
月
六
年
八

政
省
、
ず
ま
。
る
あ
で
の

い
と
い
な
ら
な
ば
ね

は
府

、
に
次
。
た

あ
で
場
立
う

が
解

〇
五
と
件
事
八
二
二

〇
五
、
で
の
い
な
れ
ら
得

し
難
が
の
る
す
与
関
接

年

。
た
れ
わ
行
が

を
情
事
い

五

。
た
れ
さ
出
が
書

六
九

従
。
る

、
を
件
事
代
年
〇

テ
色
白
代
年

件
事
、
て
っ

が
査
調
の
件
事
代

犠
の
ロ

が

府
政
省
、
て
し
慮
考

不

に
う
よ
の
次

て
し
導
主

＋

け

を
史
歴

へ
向
方

、
て
し

ば
れ

い
な
得
を
る
ざ
せ
査
調
、

い
て
し
に
か
ら
明

断
判
と

。
る

的
機
危
は
党
民
国
の
時
当

・
罪
冤
の
く
多

民
華
中
な

向
と

出
り
作
を
件
事
造
捏

は
ら
れ
わ
。
る
い
て
っ
か

要
を
と
こ
る
す
元
復

政
、

し
そ
。
る
す
求

）
い
な
ら
な

調
の
こ
。
る
あ
で
の
た
し

主
の
査

う
よ
し
に
固
強
を
権
政
国

が
く
多
、
し

ま
あ
た
し
と

れ
さ
獄
投
、
り
な
に
牲
犠

場
立
の
護
擁
道
人
、
が
府て

、
て
っ
立
に

、
丁
乱
、
丁
落
が
ジ
ー
ペ

し
損
汚

九
、
は
会
員
委
献
文
を
旨

二
年
七

産
共
、
で
内
島
湾
台
、
り

、
ま
い
。
た

・
郷
清
を
党

し
壊
崩
が
造
構
戦
冷
際
国

件
事
造
捏
や
罪
冤
の
て
全

史
湾
台
」
た

復
回
誉
名
を

台
、
て
し
丁
装
に
た
新
を

、
で
紙
関
機
の
号
月、

開
展
を
作
工
る
す
清
粛

、
し

の
平
和
は
岸
両
峡
海

の
代
年
〇
五
九
一

＋

な
さ
返
に
姓
百
老
の
湾

も

一
、
は
ら
か

七
九
九
一

年
淡
冷
的
較
比

ざ
せ
慮
考

と
く
づ
近
が
挙
選
統
総
の

党
産
共
ら
自
、
期
時

政
、

た
し
連
関
に

）
う
ろ
だ
た
っ
か
な
得
を
る

一
、
が
た
っ
あ
で

進
民
。

進
民
と
府

時
当
、
七
九
九

こ

テ
色
白
代
年
〇
五
は
党

代
現
湾
台
、
て
っ
あ
も
と

産
共
、
間
の
そ
は
党

の
史

長
市
北
台
、

中
が
者
義
主

問
ロ

は
扁
水
陳
た
っ
あ
で

た
め
始
し
示
を
心
関
に
題

で
要
必
が
理
整
の
定
一

。

さ
と
る
あ
で
心

、
し
る
あ

湾
台
、

白
代
年
〇
五
た
れ

抗
対
の
と
会
員
委
献
文
省

陸
大

場
立
の
統
総
輝
登
李

事
ロ
テ
色

復
回
係
関
の
と

民
、
て
っ
あ
も

、
は
に
件

を
心

＋ ＋

馬
た
っ
な
と

北
台
、
れ
容

れ
さ
行
刊
近

日
二
二
月
八賠

復
回
損
受
民

事
八
二
二

会
員
委
献
文
市

め
求
を
償

に

九
英

政
代
年
〇
五

代
年
〇
五
、
は
）
党
民
国

に

オ
の
」
園
公
念
記
町
場
馬

た

ー
治
政
区
地
北
台
期
時
厳
戒

、
と
行
施
の
法
償
補
件

案

布
公
の
」
例
條

期
時
厳
戒

を
議
抗
る

一
年
五
九
九
一

治
な
的
理
合
む
込
え
さ
押

作
を
」
会
員
委
査
調
件
案

場
刑
処
の
犯
治
政
に

こ
る

と
グ
ン
ニ
プ

馬
た
っ
あ
で

口
件

行
が
式
幕
除
碑
念
記』

史
歴
述

・

・

中
者
害
被
ロ
テ
色
白

台
も

）
日
七
一
月

公
・
員
教
、

実
口

年
〇
五
、
て
っ
よ
に

、
は
府
政
湾
台
た
っ
失
を

た
ま
。
た
し
令
命
を
と

つ

公
念
記
を
町
場

扁
水
陳
、

た
れ
わ

を
と
こ
る
す
化
園

近
で
院
究
研
央
中
湾
台
。

の
も
た
得
を
助
援
の
市
北

す
対
に
ど
な
員
務

る
あ
で

テ
色
白
代

定
規
を
権
復
る

い

の
達
族
家
・
者
害
被
ロ

に
月
六
年
八
九
九
一
、
に

長
市
北
台
て
い
続
に

用
適

史
代

年
〇
〇
〇
二
、
じ
命

た
し 。

最
ら
か
所
究
研

誉
名
い
し
激

人
期
時
厳
戒

を
囲
範

・
復
回

し

」
ロ
テ
色
白

代
年
〇
五

こ
し
か

＋

半
の
件
事
八

被

ら
得
を
償
補

判
審
當
不

ら
か

二
二
は
者
刑

と
者
害

る
け
お
に
間
期
厳
戒
全
、

な
当
相
は
立
成
の
法
の

国

る
す
に
度
程
分

経
を
痛
陣

の
」
例
條

を
案
腹
う
い
と

条
八

と
」
ず
れ

二
）
項
条
除
排

一
の
族
家

。
た
れ
さ
定
規

八

に
争
闘
議
抗
の
上
以
年

そ
、
準
水
の
一
同
と
件
事

へ
者
害
被
の
力
暴
家

他
の

補
に
特
。
た

て
し
大
拡
と

っ
持

項
条
除
排
と
準
基
償

。
た
い
て

は
に
項

補
に
者
義
主
産
共

よ

諜
匪
は
た
ま
、
犯
乱
叛

月
九
年
九
九
九
一
、
て
っ

事
八
二
二
は
合
場
の

補
に

、
の
分
三
の
件

定
制
を
」
例
條
判
審
當
不

即
。
た
っ
あ
が
理
無
に

し

」
な
る
す
を
償

府
政
、
ち

て
し
と

提
も
議
抗
う
い
と

と
こ
る
あ
が
拠
証
な
実
確

し
定
確
が
準
基
給
発
金
償

を
結
妥
で
準
水
二

刑
死
、

、
は 。
たし

か
し
。
た
見

た
れ
さ
起

二
二
を
額
償
補

る
れ
ら
め
認
が

、
局
結
。

重
の
ど
な
刑
期
無
、

は
者

て
い
つ
に
項
二
条
八

＋

公
・
軍
、
は

湾
台

や
抗
抵
い
し
激
の
関
機
安

者
害
被

乱
叛
期
時
厳
戒

補
件
案
判
審
當
不
諜
匪

政
、
り
あ
も
裂
分
の
体
団

を
案
府

究
研
の
」
例
條
償

）
徐

な
き
で
が
と
こ
る
す
正
修

た
っ
か

五
七
〇
一

。

）
五
五
四

＋
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〇
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次
一
第

次
一

議
法
立
の
名

審
當
不

な
に
と
こ
る

議
会

、
五

」
例
條
判
審
當
不

席
連
会
員
委
防
国
、
法
司

」
案
草
例
條
判

議
会

議
発
の
員

條
び
よ
お
例
條

期
会
三
第
屆
三
第
、
で

）
日
九
月
五
年
七
九
九
一

第
屆
三
第
。
た
っ

い
お
に

法
司
の
期
会
四

）程
過
法
立
の

資
末
巻
は
て
い
つ
に
案
例

会
次
三
一
、
七
第

照
参
料

序
程
、
て

れ
さ
出
提
に
議

・

さ
出
提
再
ら
か
会
員
委

会
員
委
両
防
国

敏
聡
謝
は
）

年
七
九
九
一

が
た

心
中
を
党
進
民
ど
な

序
程
、司

、
れ

差
会
員
委
）
続
手

回
に
会
員
委
両
防
国
、
法

い
お
に
）
日
五
一
月
〇
一

て

し

〇
七
派
党
超
る
す
と

不

れ
さ
付

二
、
り
な
と
し
戻

例
條
判
審
當

れ
さ
査
審
、

」
案
草

に

提
員
委
謝

会
助
互

＋

出
の
日
当

。
る

敏
聡
謝

る
い
て

に
関
機

、
は
案

判
審
治
政
當
不
期
時
厳
戒

の
案
法
た
れ
さ
出
ら
か
」

、
名
四
一
員
委
席

通
期
早

六
二
員
委
席
列

は
題
主
論
討
日
今
‥
員
委

義
正
家
国と

こ
う
言
の
長
部
部
務
法

こ
る
す
理
処
し
移

不
は
に

。

い
に
ず
き
で
が
と

軍
て
つ
か
、
後
除
解
厳
戒

事

討
を
）」
案
草
例
條
償
補

の
項
条
除
排
と
過

る
す
議

名

る
め
求
を
止
廃

っ
あ
で
）
宗
宏
林
、
席
主

た

。
る
あ
で
題
問
の

を
判
審
当

期
長
の
て
つ
か

に
件
万
九
は
件
案
た
け
受

。
る

達
局
法
軍
で
ま
る
至
に
日
今

地
は
者
た
け
受
を
判
審

の訴
上
に
院
法
方

ま
始
が
議
会
席
連
次
一
第

理
審
も
を
書
願
請

。
た
っ

、
ず
ま
。

な
と
と
こ
る
す

案
提
ら
か
員
委
敏
聡
謝

て
い
お
に
期
時
厳
戒
な
的

解
厳
戒
、
し

黒
暗
の
法
軍

四
一
に
で
す
う
も
ら
か
除

判
審
当
不
て
っ
よ
に
絶
拒

し
と
る
き
で

者
た
け
受
を

こ
た
し
過
通
が
案
法
一
た

た
っ

時
同
て
い
お
に
会
同

。
た
っ
あ
が
明
説

。

年

あ
で
ろ
こ
と
の
知
周
は

上
の

法
司
だ
ま
、
て
っ
経

あ
が
と

れ
さ
否
拒
が
権
訴

立
、
が

＋

ろ
こ
と
。
た
っ

令
司

の
件
事

査
審
の

人
本

官

）

第
に
法
全
安
家
国
が
院
法

法
る
す
案
提
が

加
を
条
九

、
は
称
名
の
案

司
の
か
つ
幾
に
間
期

厳
戒

は
者
難
受

ち
打
を
則
原
法

っ
取
ち
勝
を
反
平
に
で
す

子
帽
い
赤
が
も
で
ま

を
れ
こ
、
えレ

の
」
カ
ア

政
當
不
期
時

。
た
し
絶
拒

た

で
」
例
條
償
補
判
審
治

た
ま
、
前
以
厳
戒
。
た
て

白
し
か
し
。
た

期
の
そ
は

ッ

は
判
審
の
間
期
ロ
テ
色

て
れ
ら
せ
ぶ
か
を
）
ル
テ

は
院
法
立
。
る
あ

平
公
不

て
つ
か
、

八
二
二

）

民
平
た
け
受
を
獄
冤
、
間

平
に
だ
ま
い

の
反
平
は
に

民
平
。
い
な
い
て
れ
さ
反

時
当
。
た
け
受
を
判
審
な

及
理
処
件
事判

審
法
軍
の

る
あ
が
会
機

」
例
條
償
補く

な
は
で
け
だ

八
二
二
。

す
会
機
の
護
弁
は

・
人
軍

不
期
時

れ
ら
え

＋ ＋

与
ら

罪
無
ら

い
言
と

平
公
に

し
対
に
れ
こ

。
た
っ
か
な

安
錦
劉

治
政
當

立
、
は
々
我
在
現

の
」
案
草
例
條
償
補
判
審

え
与
が
会
機
の
判
審
な

補

出
を
拠
証
、

ど
か
る
れ
ら

に

。
る
い
で
ん
拒
を
の
す

換
い
言
。
る
あ
で
き
べ
す

ら
な
る
え局

副
局
法
軍
部
防
国
、
て

次
は
長

れ
ぞ
れ
そ
は
度
制
厳
戒
‥

彼
て
し
通
を
法

み
に
国
の

償

会
機
ぐ
雪
を
屈
冤
の
ら

條
償
補
八
二
二
、
は
則
原

。
る
あ
で
か
う

ら
照
に
例

そ

聞
く
よ
が
々
我
し
か
し

最
る
か
つ
ぶ
の
々
我
が
れ

の
類
の
こ
、
ば

難
困
の
大

審
り
よ
に
続
手
な
当
不

し
起
提
を
論
反
な
う
よ
の

る
い
て

防
を
全
安
家
国
、
り
あ
な

う
よ
え
与
を

秩
会
社
し
衛

本
。
る
あ
で
の
も
る
す
と

。
る
い
て
し
定
規
て
し

軍
、
は
と
こ
く

こ
は
題
問

で

に
で
す
が
拠
証
は
関
機

定
改
を
律
法
在
現
。
る
あ

件
案
た
れ
さ
判

し
も
、
し

と
の
も
の
実
無
、
は

。

設
に
め
た
る
す
持
維
を
序

す
案
提
が
人

必
た
れ
ら
け

る

案
の
去
過
な
う
よ
の

厳
戒

た
し
失
焼
か
た
れ
わ
失

件

さ

な
の
た
れ
わ
失
が
拠
証

。
い
な
ら
な
ば
れ
け
な
れ

。
す
ま
り
あ
で
度
制
な
要

＋

る
い
て

為
行
罪

法
厳
戒

長
て

家
国
す
と
る

た
し
与

厳
戒
は
て
い
お
に

、
今
久

い
裁
を

軍
は
罪
犯
の
期
時

性
当
正
の
そ
、
で
の
も
た

も
を
律
法
の
在
現
、
が

を

制
判
裁
事
軍

な
う
い
て
っ

る

れ
ら
め
進
て
っ
よ
に
度

疑
は
義
正
と
平
公
、
ら
な

の
条
九
第
法
全
安

る
れ
わ

安
治
な

の
こ
に
定
規
文
明

我
、
し
た
っ
あ
で
能
可
が

の
関
機
法
軍
は
員
委
謝

が

帰
に
判
審
法

ラ
ブ
は
判
審

ま
い
て
め
定
と
る
れ
ら
せ

ま
き
で
は
と
こ
る
す
認
否

れ
こ
、
ば
ら

員
委
。
ん
せ

い
て
っ
よ
に
拠
証
と
法
は

ま
さ
皆
、
り
あ
で
判
審
る

る
な
に
と
こ

当
不
の
そ
が

件
案
な
う
よ

。
う
ょ
し
で

な
え
与
を
会
機
の
訴
上
は

あ
が
栄
繁
の
日
今
の
家
国

ス
ク
ッ
ボ
ク
ッ

。
す
ま
り

す
わ
言
と
る
あ
で
業
作
の

当
は
関
機
法
軍
て
し
そ
。

た
れ
さ
案
提
が

効
有
の
時

る

判
審
の
こ
は
に
中
案
草

で
院
法
立
、
り
あ
で
の
も

、
し
摘
指
を
性

た
し
過
通

い

も
た
け
受
を
判
審
の
そ

。
す
ま
い
て
れ
さ
と

本
。
た
し
ま
れ

く
し
さ
ま

な
ク
ッ
ラ
ブ
に
全
完
は
人

不
を

犯
般
一
り
よ
に
律
法

に
律
法

れ
さ
と
判
裁
な
当

償
補
に
の

付
が
法
憲
り
よ

審
法
軍
の
こ

あ
で
き
べ
す

の
で
ス
ク
ッ
ボ

っ
よ
に
判

の
く
多

か
な
は

＋

で
業
作

、
時

た
し
ま

ッ
ボ
ク

湾
台

え
あ
を
と
こ
う
い
と
た
っ

し
用
採
を
則
原

す
障
保
て

ス
ク

え
例
。
た
し
ま
き
て

ょ
し
で
る
え
言
と
業
作
の

て
し
う
ど
を
れ
こ
。

か
う

乱
叛
治
懲

ッ
ボ
ク
ッ
ラ
ブは

い
或
」
例
條

諜
匪
粛
検

乱
叛
期
時
厳
戒

補
件
案
判
審
當
不
諜
匪

が
ん
せ
ま
き
で
は
と
こ
る

判
審
開
公
ば

国
民
し
但
、

け
つ
を
士
護
弁
は
い
或
、

？

審
法
軍
の
」
件
事
島
麗
美

り
あ
で
業
作
の
ス
ク

に
判

」
例
條

い
と
判
審
な
当
不

相
、
ず
れ
さ
止
廃
だ
ま
が

当

究
研
の
」
例
條
償

）
徐

年
二
四

軍
、
後
以
）
年
三
五
九
一

れ
わ
行
が
ど
な
と
こ
る

事

一
て
い
お

ど
、
が
た
し
ま

き
つ
が
士
護
弁
の
名
余
〇

い

？
か
う
ょ
し
で
る
え

、

る
ゆ
わ

。
た
し
で
格
厳
に

不で
下
況
状
の
こ

七
七
〇
一

う

の
法
訟
訴
事
刑
は
判
審

ス
マ

ッ
ラ
ブ
を
れ
そ
て
し

と
」
当

れ
さ
送
放
で
ミ
コ

大
の
般
一

当
、
局
結
、
は

は
益
権
の
衆

）
七
五
四

＋
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こ

が
定
規

い
て
し

を
響
影

在
現
や
罪
冤

な
し
在

を
れ

す
で
ら
か
た
け
受

、
り
あ

能
可
る

九
法
全
安
家
国
。

常
非
が
査
調
、
り
あ
が
性

度
制
厳
戒
、
は
の
る
あ

に

に
院
法
高
最

れ
さ
施
実
が

い

官
法
、
ら
な
る
す
訴
上

の
こ
、
て
い
お
に
下
況
状

告
被
な
弱
薄
拠
証

の
件
案

さ
出
提

性
能
可
た
っ
あ
が

賠
る
す
求
要
が
案
法
た
れ

比
も
害
侵
の
益
権
民
人

償

の
訴
上
が
条

で
重
厳
的
較

の
る
い
て
し
限
制
を
会
機

。
す
で
ら
か
る
あ
で
難
困

年
数
〇
三
て

の
件
事
人
殺

、
時
当
、
が
す
ま
り
な
に

れ
こ
て
し
に
う
よ
の
ど
は

び
及
定
穏
不

き
で
判
審
を

け
だ
る
え
加
け
つ
を
乱
紊

、
が
ん
せ
ま
し
は
対
反
に

二
、
は
則
原

制
判
審
の
こ

て
べ
比
と
償
賠
件
事
八
二

が
す
で
と
こ
う
い
と
る
あ

ら
れ
こ
、
は

共
中
し
但
、

時
い
長
、
が
件
案
事
刑
の

お
て
し
と
年
〇
二
も
効
時

従
。
す
ま
り）

織
組
乱
叛
、
党
匪
や
諜
匪

う
ょ
し
で
る

た
し
加
参
に

で

滅
に
で
す
は
拠
証

？
か

？
か
う
ょ
し
で
の
い
な
は

疑
は
性
正
公
の
度

部
防
国

そ
、

ろ
こ
と
る
れ
入
を
い

う
言
ら
か
点
観
の
神
精
の

て
し
対
に
力
圧
の

、
ら
な

が
間

た
っ
守
を
全
安
家
国

失
滅
が
拠
証
ち
た

者

の
効
時
に
律
法
、
て
っ

し
失

、
後
年
数
〇
三
、
が

場
立
の

存
に
で
す
は
人
証

ま
り
あ
で

に
期
時
厳
戒
は

不
が
厳
戒
的
期
長

。
ん
せ

こ
る
す
定
否
は
労
功

で
利

大
重

＋

パ
ッ
ロ

き
で
は

と

な

た

ぼ
の
も
に
件

の
者
案
提

部
防
国
、
て

二
、
で
の

は
共
中
、
年
昨
。
ん
せ
ま

す
民
移
に
ど
な

海
近
湾
台

果
後

考
を
り
か
ば
と
こ
る

す
で
し
べ
る
知
て
し
お
は

国
。

要
必
の
法
立
、
は
ら
か
側

家
国
、
が
件
事
る

、
が
性

件
事
八
二

二
条
九
法
全
安

軍

よ
に
置
措
法
立
の
式
方

、
は
論
反
の
長
局
副
局
法

戒

全
し
射
発
を
ル
イ
サ
ミ
に

な
に
う
よ
る
え

パ
を
民
国

防

度
制
の
こ
。
た
し
ま
り

で
の
る
い
て
し
守
保
が
部

ま
り
あ
は

権
人
な
大
重
に
期
時
厳
戒

訴
上
、
て
っ
よ
に
項

害
侵

て
っ

さ
奪
剥
を
権

決
解
も
」
件
案
代
年
〇
五

も
に
国
の
こ
ど
、
は
令
厳

、
り
あ

人
、
れ
陥
に
態
状
ク
ッ
ニ

と
々
恐
は
心を

美
完
が
置
措
の
）
案
法

が
れ
こ
。
ん
せ

な
さ
く
尽

場
立
的
本
基
の
部
防
国

が
済
救
の
そ
、
れ
さ
な
が

。
る
い
て
れ

れ
わ
行

き
べ
す

補
の
件
事
八
二
二

て
れ
さ
案
提
、
と
る
あ
で

法
立
て
っ
と
っ
の
に
法
憲

可
で
院

い

ー
ヨ
や
カ
リ
メ
ア
て
し

の
そ
、
ら
な
る
す
と

）。
す
で

。
い
な
い
て

れ
わ
行
に
で
す
は
償

万
九

さ
決

し
対
に
れ
こ
。
る
い

宣
に
法
適
、
れ

＋

う
い
と
、
る

も
た
れ
さ
布

の
長
司
虎
雲
林

五
、
下
以

、
で

も

は
判
裁
事
軍
期
時
厳
戒分

〇
三
間
時

。
る
あ
で
の戒

は

、
ず
ま
、
り
た
わ
に

、
と
性
効
有
的
法
の
令
厳

め
た
の
障
保
全
安
家
国

国

か
場
立
の
府
政

で
要
必
に

全
安
家

林
の
部
務
法
、
ら

が
権
訴
上
り
よ
に
条
九
法

、
り
あ雲

と
た
っ
あ
が
ぎ
過
き
行

昌
洪
の
院
法
司
、
長
司
虎

、
じ
論
を
と
こ
い
な

科
宏

時
、
も
て
し

ろ
そ
を
料
資

続
と
へ
言
発
の
長

あ
で
効

る
す
議
審
ら
か
て
え

。
く

＋ ＋

れ
さ
責
叱
と

案
提
を
と
こ

し
も
、
い
な

と
」
？
か
の

。
た

の
ら
れ
こ

副
劉

っ
え
か
、
が
る
す

』
厳
戒

員
委
謝
、

ら
か
長
議
、
て、

は
ら
か

け
受
を
難
非
、

四
は
件
事

審
再
、

長
科
宏
昌
洪
。
た

す
と
る
れ
ら
め
認
て
全
が

員
委
各
、
る
す
対
に
言
発

は
長
局

判
批
の

制

し
。
う
い
と
』
性
法
合

殺
屠
民
人
の
者
裁
独
は
度

、
工
の

当
き
べ
る
え
ろ
そ
を
料
資

で
の
も
の
前
年
〇
五
、

事

全
安
家
国
、
は

倉
て
全
、

ら
な
る

で
き
書
し
但
が
法

で
力
能
の
院
法
司
の
今
、

極
を
烈
苛
、
烈
峻
は
撃
攻

不
は
者
裁
独
し
か

も
た
め

る
あ
で
具

性
法
合
な
理
合

、」

法
の
者

、
は
案
提
の
回
今

と
こ
な
ん
そ
が
表
代
部
務

、
に
の
う
い
と
る
あ
に
庫

再
と
訴
上
常
非
、

資
の
何

不
理
処
は

い
て
め
認
を
審

の

た
べ
述
と
る
あ
で
能
可

員
委
福
錦
顔
。
た
っ
あ
で辜

無
で

、
は

こ

る
す
殺
濫
を
）
民
人
のな

う
よ
の

っ
言
を

ち
た
人
）
の
辜
無

る
め
集
を
料

」
る
困
は
て

で
憲
違
、
で
の
る

う
い
と

し
撃
攻
に
う
よ
の
次 。

は
、」
だ
と
こ
き
べ
る
恐
。

で
け

だ
め
た
る
す
反
平
を

、
は
た
ん
あ

く
な
は

＋

は
て
げ
曲
じ

っ
言
と
だ
度

、
と
場
立
う

う
よ
の
こ

に
史
界
世
全
、

期
時
厳
戒

よ
の
こ

裁
独
い
な
の
例
前

す
護
擁
を
王
魔
人
殺
な
う

緊
の
家
国
は
れ
こ
、
が
た

的
時
一
、
ず
ら
な

行
権
急

の
議
論
な

、
り
あ
で
段
手

関

入
に
会
読
一
第
、
に
後

待
を
案
対
の
署
部
政
行
連

償
補
判
審
治
政
當
不

て
っ

魔
人
殺
、
者

」
案
草
例
條

、
王

。」
か
の
る

く
裁
を
石
介

爾
黄
、
た
ま

に
こ
そ
、
て
し
と
使

員
委

益
利
の
権
政

制
の
定
一
は

て
っ

て
し
と
段
手
る
図
を

議
審
条
逐
の
案
法
の
こ
、

め
改
を
日
の
会
読
二
第

を

償
補
八
二
二
は

う
ろ
取
て

ろ
こ
と

て
し
と
型
雛
を
法

あ
が
義
意
な
要
重
も
最
に

は

多
は
厳
戒
、
は
吏
官
係
関

濫
を
れ
こ
。
る
あ
が
限

くは
て
し
用

）

続
、
し

。」
い
な
ら
な
は

て
っ
入
に
会
読
二
第
て
け

分
が
論
議
に
場
立
う
い
と

二
、
去
過
、
り
お

た
れ
か

尋
お
。
る

は
法
償
補
八
二

な
み
に
国
の

、
が
る
す
ね

を
的
目
、
ず
ら
な

制
る
あ

。

い
と
う
ご
急
を
法
立

捻

主
員
委

、
は
員
委
蘭
菊
葉

た
っ
あ
で
導

＋

関
機
政
行
の

回
今
、
で
の

に
後
間
週
二

多
、
は
長
議

湾
台

た
待
を
案
提
の
院
政
行
も

る
い
て
し
係
関
と

委
、
ず

が
数

機
政
行
、
で
の

変
大
が
応
対
の
関
機
政
行

党
各
る
す
対
に
案
草
の
こ

団

議

乱
叛
期
時
厳
戒

補
件
案
判
審
當
不
諜
匪

案
提
と
う
お
行
で
法
立
員

を
示
提
案
対
に
関

。
た
し

で
の
い
遅

与
を
会
機
る
す

員

つ
待
を
案
対
）
の
そ
、

る
め
進
を
商
協
の
間
）
団

と
こ

究
研
の
」
例
條
償

）
徐

委
琴
雨
葛
、
し
対
に
れ
そ

る
あ
で
き
べ
る
え

、
は
員

な
は
要
必

を
見
意
う
い
と

に

こ
る
あ
で
見
意
の
と
い

。
た
し
言
宣
を
会
散
て
し

九
七
〇
一

べ
述

く
多
が
案
例
條
の
こ

前
を
と

、
果
結
の
そ
。
た

、
て
し
に
提

）
九
五
四

＋
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委
の
名

連
次
二
第

次
二
第

の
と
、
中

、
に
頭
冒

の
員

委
防
国
、
法
司

。
た
べ

発

は
議
会
席

議
会
席
連
会
員

出

専
者
学
、
表
代
府
政
、

法
定
文
謝
、
れ
わ
行
で
席

長
次
部
務
法
定
文
謝

部
務

た
っ
あ
が
言

務
法
、
ら
か

家
門

条
乱
叛
治
懲
ら
自
。

代
族
家
の
そ
と
者
難
受
、

た
し
席
列
が
ど
な
長
次

表

方
償
補
、
は
て
し
と
部

。

〇
一
り
よ
に
令

家
国
と
式

る
よ
に

を
活
生
獄
投
の
年

年
七
九
、
て
し
と
会
聴
公

定
改
の
項
二
条
九
法
全
安

な
名
著
た
し
験
経

二
の
と

二
月
二
一

映
陳
、
者
学
文

を
性
能
可
の
つ

九
に
日
四

述
に
う
よ
の
次
は
真

討
検

＋

を
れ
こ

白
ま
個
。
い

し
絶
拒

が
者
事

怖
恐
色

の
こ
に

て
し
と

た

な
は
で
題
問
的
律
法
は
」

を
文
条
律
法
て
し
う
ど

い

方
律
法
し
も

て
っ
く
じ
い

す

よ
し
決
解
て
っ
以
を
式

と
こ
る
い
て
し
亡
死
に
で

拒
を
決
解
題
問
、

問
の
等

件
案
別

な
に
と
こ
る
す
絶

時
何
、
は
で
式
方
の
理
処

、
は
て
い
お
に
償
補
、

、

け
な
し
反
平

償
補
的
質
物

。
い
な
ら
な
ば
れ

織
組
る
よ
に
家
国
な
う
よ

。
的
度
制
的

的
界
世
全
に
中
行
進
戦
冷

？
か
の
る
き
で
決
解

、
に

長
次
謝
、
ら
な
る
す
と
う

。
る
あ
が
題

た
し
摘
指
が

と
す
だ
し
糾
紛
ん
た
っ
い

に
件
余
万
二
は
件
案
。
る

わ
終
が
決
解

て
っ
ぼ
の
も

と

も
は
者
難
受

？
か
の
る

で
分
可
不
が
償
補
的
神
精

。
る
あ

は
て
い
お
に
方
一
は
れ
こ

り
作
が
力
暴

能
可
を
反
平

蹂
権
人
い
し
ろ
恐
た
し
出

て
っ
よ
に
家
国
に
的
織
組

題
問
に
う
よ

人
た
れ
わ
行

の
効
時
。
い
多
に
常
非
が

こ
起
が
争
闘
な
た
新
た
ま

、
に
の
る
い

を
れ
こ
、
り

う

年
百
）
は
で
ま
ま
の
こ

ん
な
ん
な
に
歳
〇
七
に
既

、
て
し
と

」
賊
国
叛

し
に

た
れ
ら
謗
と
」
賊
盗

訓
教
は
て
い
お
に
方
他
、

く
な
を
害
迫
と
躙

し
な
と

蹂
権

。
る
あ
で
め
た
る
す

、
成
完

。
る
あ
で
件
事
躙

政
に
実
口

当
、
全
不
拠
証

解
も
て
っ
た

を
反
平
が
府

で
人
老
の
髪
白

な
き
で
決

る
あ
栄
光
を
物
人

。
る
あ

永
ら
か
会
社
の
こ
、

民
公

＋

遠

を
り
誤

時
同

委
成
旭
張

軍
、
は
題
問
な
要
重
た
ま

問
の
後
今
、
に

局
報
情
と

り
繰

は
法
司
、
て
し
と
題

運
権
人
、
く
な
と
こ
す
返

家
動

の
カ
リ
フ
ア
南
、
は
員

と
解
和

書
文
録
記
の
時
当
ず
必
は

治
政
、
ず
必

な
し
開
公
を

維
を
立
独
の
上
識
意
、
的

を
護
保
的
律
法
の
別
特
に

れ
け
な
え
与

解
の
式
方
」
会
員
委
実
真

提
を
決

う
い
と
い
な
ら
な
ば
れ
け

ば
れ
け
な
し
持

。
だ
と
こ

ば

と
こ
う
い
と
い
な
ら
な

。
い
な
ら
な

復
報
も
会
員
委
本
、
し
案

的
目
が

の
去
過
、
て
し
そ
。
だ

。
た
し
と
い
な
は
で

＋ ＋

は
く
し
だ
甚

員
委
敏
聡
謝

高
が
声
る
め

無
て
全
、
ば

し
対

事
た
し

手
訟
訴

察
監

、

、
て
し
と
者
出
提
案
法
は

は
料
資
の
て
べ
す
、

務
法

き
べ
す
に
罪

却
焼
に
で
す

っ
か

た
じ
論
と
」
る
あ
で

。
た

難
受
治
政
区
地
湾
台

六
九
九
一
、
後
査
調
が
院

て
し
反
違
に
続

三
月
九
年

が
情

用
採
拠
証
、
し
判
審

し
摘
指
と
ど
な
」
た
っ
あ

審
た
れ
さ
曲
歪
の
そ

い
て

に
力
信
公
の
判

府
政
、
は
で
渉
交
の
と
部

っ
言
え
さ
と
た
し

決
解
は

て
じ
総
。

当
、
し
も
。
た

人

者
害
被
、
は
で
会
聴
公

政
る
す
表
代
を
」
会
助
互

受
治

報
査
調
た
し
布
公
に
日
一

で
実
確
不
が

れ
よ
に
書
告

互
相
が
由
理
決
判
、
り
あ

機
高
最
家
国
は
れ
こ
。
る

関

て
し
出
提
を
題
問

つ
一
の

戒
は
ら
れ
わ
。
る
い

が
た
い
て
っ
持
を
思
意
の

し
を
訴
上
が
者
事

防
国
、

体
の
ら
か

が
部
防
国
、
て

難

方
償
補
、
れ
ら
語
が
験

う
よ
の
次
は
揚
書
林
の
人

述
に

ば

件
案
諜
匪
乱
叛
代
年
〇
五

、
り
お
て
し
盾
矛

査
調
の

で
）

れ
さ
達
送
が
文
決
判

件
案
治
政
が
院
察
監
る
あ

件
案
治
政
期
時
厳

判
審
の

関
と
件
案
の
て
全
の

拠
証

、
し
対
反
始
終
が
部

る
よ
に
式

れ
け
な
さ
出
を。

た
べ

求
を
決
解

な

、
し
要
強
を
白
自
に
時

続
手

失
遺
の
ど
な
た
っ
か

を
者
連

に
題
問
法
合
の
き

＋

被
の
力

暴
家
国
に
律
一

字
文
は

会
次
三
第

次
三
第

名
案
法

と
条
七
一
い

修
を

称

一
を
れ
こ
、
て
し
と
者
害

す
理
処
括席

連
会
員
委
防
国
、
法
司

草
敏
聡
謝
、
は
で
議

議
会

過
通
て
し
正

検
条
逐
を
案

っ
な

条
八
ら
か
条
五
第
、

が

。
た

判
審
治
政
當
不
期
時
厳
戒

た
き
て
し
張
主
と
だ
き
べ

。
）
日
五
月
一
年
八
九
九
一

条
五
一
体
全
案
原
、
し
討

四
一
、
二
一
第
、

で
中
の

例
條
償
補

七
一
、
五
一
、

、
ら
か
」
案
草

条
四
ら
か
条
一
第
、

厳
戒

通
案
原
は
条

第
、
と
で
ま

期
時

条
六
一
、
〇
一
、
り

補
罰
懲
及
判
審
治
政
當
不

は

条
三
一
、
一
一
、
九

償

」
例
條

行
を
訂
増
の
文
条

に
更
変
と
へ

＋

。
る
あ
で
め

名
。
た
っ
な

三
一
第
。
た

た
れ
さ
収
没

湾
台

の
で
判
裁
、
は
更
変
の
称

九
、
三
、
二
、
一

を
決
判

返
の
産
財

法
は
条
一
一
、

条

、
が
る
い
て
め
定
を
還

範
の
族
家
の
者
難
受
、
は

に
囲

乱
叛
期
時
厳
戒

補
件
案
判
審
當
不
諜
匪

合
場
い
な
け
受

の
称
名
案

訓
感
、
ば
え
例

原

あ
で
正
修
の
分
部
更
変

、
た
っ
あ
に
案

民
、
て
い
つ

戒
は
者
難
受

よ
に
条
八
三
一
一
法

究
研
の
」
例
條
償

）
徐

の
こ
、
も
て
い
お
に
育
教

、
は
条
四
第
。
る

適
の
法

一
第
法
厳

免
赦
の
者
難
受

る

上
り
よ
に
定
規
の
条
〇

明
を
囲
範
の
人
承
継
定
法

に
確一

八
〇
一

総
の

た
る
す
に
能
可
を
用

得
を
訴

、
と
請
呈
の
へ
統

一
第
。
た
し

し
除
削
を
」

と
条
〇

）
一
六
四

＋
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関
と
例
條
本

新
は
条
六
一は

れ
さ
明
証
て

増
・
正
修

時
厳
戒

た
、
が
る
え
加

該
に
れ
そ

の
も
た
れ
ら
え
加
け
付
に

て
し
用
適
を
定
規
係

、
で

る
り
足
に
る

関
機
府
政
、

人
期

新
を
」
く
除
を
合
場

』
例
條
復
回
利
権
損
受
民

の
者
案
提
て
い
つ
に
訂

を

罪
犯
）
る
す
当

委
敏
聡
謝

的
本
根

合
符
に
件
要
成
構

を
正
修
い
し
新
に

、
は
条
〇
一

務
法

出
提
が

』
会
金
基
者
難
受

、
り
よ
に
拠
証
反
相
た
し

、
は
で
条
六
一
、
し
設

」
る
す
用
適
時
同

者
難
受

よ
の
次
は
員

。
た
け
設
を

人
る
す

。
る
す
明
説
に
う

に
と
こ
る
め
求
を
償
補
が

な
で
き
べ
す
案
提
）
は
部

て
経
を
査
調
の

こ
。」
い

す
当
該

て
し
と
者
難
受
、

諜
匪
に
確
明
が
者
難
受
る

を
定
認
査
調
の
』
会
金
基

、
て
へ

す
配
心
が
部
務
法
、
際
実

條
本
、
で
の
る
あ

は
の
る

い
お
に
こ

の
条
〇
一
第
例

認
條
除
排
て
め
じ
は
、
て

は
い
或

し
だ
た
。
る
す
定

、
て
せ
わ
あ

し
と
犯
乱
叛

及
匪
共
の
物
本
、

例
條
本

項

を
項
条
除
排
に
定
規

び

れ
こ

。
た
れ
現
が
型
原
の

？
か
の
う
言

対
に

＋

諧
和
、
理
合

が
味
意
の
何囲

委
瑯
煌
蘇

対
反
に
別
差

憲
明
蔡
、
て
し

す
大
拡
を

下
令
厳
戒

が
論
反
の
員
委

る
あ

ち
た
人
の
萬
、
千
で

過
通
の
文
条
は
私

？
か
の

て
立
ち
打
を
会
社
湾
台
の

か
ら
明
を
場
立
る
す

け
な

捕
逮
、
は
員

の
も
た
し
に

こ
る

が
い
な
い
て
れ
さ
は

他
の
そ
。
た
し
案
提
を
と

。
た
っ
あ、

が

除
排
の
条
〇
一
第
案
草

。
た
れ
ら
せ
さ
に
犯
乱
叛

日
今
。
る
す
対
反
に

日
今

な
ら
な
ば
れ

、
は
々
我
、

で

一
、
ち
わ
な
す
。」
い

余
を
活
生
亡
逃
、

。
る
あ

の
者
害
受

た
れ
さ
く
な
儀

条
罪
の
罪
犯
般
一
に
囲
範

、
て
い
つ
に
項

の
こ
に
法
本
、

、
ん
さ
皆

懺
開
公

れ
入
を
項
条
除
排

で
情
心
の
恕
寛
正
公
と
悔

る
す
対
に
犯
治
政
の
部

苦
の
間
期
長
の
者

」
カ
ア

捕
逮
で
名

る
す
償
補
を
痛

な
政
た
け
受
を
難
苦
れ
さ

ぜ

こ
、
ら
な
る

と
』
犯
乱
叛

公
、
て
し
同
共
、

に
法
の

と
り
貼
ル
テ
ッ
レ
の

、
平

犯
治

範
の
者
害
受
に
め
た

海
て
つ
か
、
や

＋

亡
の
住
居
外

も
者
命

会
読
二
第

一
三
第

れ
さ
案
提
が
と
こ
る
れ
入

議
会
次に

八
二
月
五
年
八
九
九
一

と
日
五
二
月
五
、
ち
立
先

回
二
の
日
）
日

。
た

八
二

朝
く
ゆ
て
め
詰
を
文
条
、

野

わ
行
が
商
協
団
党
）
野
与

の
行
現
、
れ

當
不

＋ ＋

で
里
千
瀉
一

」
例
條
判
審

連
次
三
第

ね
重
を
会
読

案
法

定
確
ぼ
ほ
が

期
時
厳

の
法

ん
進

各
、
て
い
続
。
た
し

敏
聡
謝
る
あ
で
案
原
。
だ

見
を
定
確
の
案
律
法
、

案

野
朝
ら
か
案
議
会
席

。
た

更
変
の
称
名

の
へ
案
商
協た

る
げ
拡
を
囲
範
用
適

。

乱
叛
當
不

懲
、
に
め

員
議

と
」
件
案
判
審
諜
匪

行
が
言
発
持
支
案
商
協
の

議
会
席
連
次
三
第
ら
か

わ

は
子
骨
の
定
改

、
と
へ
案

乱
叛
治

あ
で
く
と
ご
の
次

や
例
條

。
た
し

肅
檢
期
時
乱

読
二
、
れ

）
条
一
第

読
三
、）
会

商
協
野
朝
ら
か
こ
そ

）
会

條
諜
匪

。
る

定
改
と
へ
案

律
法
な
的
体
具
う
い
と
例

さ

、
れ
わ
行
て
し
続
連
が

使
を
名

三
第
、
二
第
、
れ

、
に
ず
わ

戒

難
受

厳
戒

＋

四
第

七
第

八
第

八
第

と
へ
者
判
裁
受
を
者

九
第

り
よ
を
期
時

立
中
り
よ
、

条

こ
た
し
定
設
く
か
細

、
請
申
の
赦
特
の
へ
統
総

囲
範
償
補
て
い
お
に
条

及

会
金
基
ら
か
条

傷
、
ら
か

し
と
条

分
部
立
独
の
業
事

。
設
新
を
項
条
除
排
、
て

条

か
）
覧
閲
・
査
調
の
料
資

。
更
変
に
称
名
な
的

ら

化
感
、
と
と

以
条
一
第

産
財
び

告
宣
を
育
教
）
訓

除
削
を
）
償
補
・
還
返
の

傷
を
誉
名
・
康
健
、
者
害

七
第
↓
。
除
削
を

ら
け
つ

て
し
対
に
者
否
拒
、

へ
条

た
れ
さ ）
下五

六
一
法
刑

た
め
含
に
者
判
裁
受
を
者

。
除
削
を
の
も
た
れ 。

）

削
を
与
付
任
責
事
刑
の
条

。

し
除

）
条
二
第

の
と
法
償
補
八
二
二

＋

）
い
違

、
り
ま
つ

。
除

一
第湾

台

付
の
権
査
調
の
で
場
現
、

時
厳
戒
、
ら
か
条
一

。
与

排
の
条
八
第

治
政
當
不
期

、
や
設
新
の
項
条
除

乱
叛
期
時
厳
戒

補
件
案
判
審
當
不
諜
匪

活
念
紀
件
事
罰
懲
及
判
審

条
九
第

受
と
動

）
覧
閲
・
査
調
の
料
資究

研
の
」
例
條
償

）
徐

湾
台
、
復
回
誉
名
の
者
難

に
者
否
拒
、
ら
か

化
主
民

一
法
刑
て
し
対

三
八
〇
一

五
六

削
を
進
促
の
由
自
・

任
責
事
刑
の
条）

三
六
四

＋
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る
い
て
し
退

こ
る
せ
わ
負

第
、
に
ら
さ

の
家
国
、
は

す
述
後
は
題

対
に
者
失
損

お
に
と
こ
た
し
除
削
を
と

、
た
ま
。

て
い

害
加

や
」
法
償
補
八
二
二

戒
、
ず
め
認
に
分
十
を
性

や
動
活
念
記
ら
か
条
二

厳

排
を
償
補
る
す

・
化
主
民

。
る

に
ど
な
点
た
し
除

ら
く
に
」
法
償
補
八
二
二

も
て
い
お
に
法
本

国
、
べ

は
初
最正

の
法
圧
弾
の
期
時

難
受

進
促
の
由
自

持
維
を
性
当

政
行
、

、
と
こ
た
っ
削
を党

与
や

の
力
暴
家

の
側
）
党
民
国

者

・
復
回
誉
名
の
者
牲
犠

を
の
も
た
い
て
し
と
」

図
意
る
す
と
う
よ
し

裁
受

り
彫
き
浮
を

定
規
に
」
法
償
補
八
二
二

反
が
点
視
的
守
保

て
れ
さ

と
法
償
補

る
い
て
れ
さ
映

た
し
と
」
者
判

後
は
て
し

る
あ
で
の
も
た
し
に

と
こ

。

物
財
、
者
病
傷
る
い

。
問
の
条
八
、
に
特

審
當
不

＋

。
る
い

に
定
制
法

審
當
不

戒

公
の
例
條
判
審
當
不
、
六

」
例
條
判

布
公
の
例
條
判至

国
く
と
ご
の
述
上
、
は

意
と
明
説
緯
経
の
側
官
る

図

乱
叛
當
不
期
時
厳

件
案
判
審
諜
匪

題
問
諸
の
そ
と
布

一
、
て
経
を
議
審
の
で
会

は

八
九
九フ

ー
リ
の
行
発
」
会
金
基

レ

年
本
、
は
」
例
條
償
補

‥
七
八
国
民

さ
布
公
に
日
七
一
月
六
年

、
ト
ッ

。
た
れ

言
前
の
」
例
條
判
審
當
不

七
一
月
六
年
）
八
九
九
一

れ
さ
布
公
日

て
れ
さ
に
か
ら
明
で

例
條
本
。
た

、
で
中

の
条
六

＋

一
）
第

定
規

を
款
二

年
本
を
組
小

六
ら
か
日
布
公
、
り
よ
に

乱
叛
當
不
期
時
厳
戒

月
ヶ

対
し
成
構

相
判
審
諜
匪
或

。
た
し
議
建
う
よ
る
す
応

の
院
政
行
、
日
六
一
月
二

式
方
る
す
正
修

が
長
院
蕭

施
で

く
な
は
で
の
る
取
を

寥
は
例
條
本
。
る
れ
さ
行

、
し
対
に
件
案
関

部
務
法

法
、

拠
根
的
律
法
の
償
補

匪
乱
叛
期
時
厳
戒
の
部
務

法
専

件
案
諜補

、
し
定
制
を
）
法
別
特

年
六
八
国
民
、
が
長

す
償

究
研
の

三
一
、
日
六
月
三

示
指
う
よ
る
せ
さ
行
進
を

聴
を
報
簡
の
案
理
処

、
し

安
国
、
し
取原

、
し
理
処
で
式
方
る

国

務
法
に
日

に
正
真
、
上
則

問
に
院
政
行

報
会
務
部
部

第
法
）
全
安
家

の
当
担
題

事
の
仮
、
錯
、
冤

第
条
九

ど
な
部

補
に
け

＋ ＋

だ
件

、
き

錯
、
冤

湾
台
五
年
本

与
を
償

を
和
融

う
負
を

外

示
提
と
る
あ
で
き
べ
る
え

、
て
め
集
を
関
機
の

し

日
一
二
月

當
不
期
時
厳
戒

院
次
九
七
五
二
第
院
政
行

戒
に
年
八
三
国
民
で
区
地

案
個
の
仮
、

施
実
を
厳

の
国

っ
あ
は
）
件
事
別
個

情
、
し
酌
参
を
例
実
理
処

府
政
る
け
お
に
度
態

理
、

る
す
進
促

彰
顕
を
気
勇
の

た

。
る
あ
で
れ
表
の
力
努

法
司
、
度
再
は
部
務
法
。

判
審
諜
匪
乱
叛

家
国
、
院

で
会

案
草
例
條
償
補
件
案

で
院
法
立
、
え
終
を
査
審

代
時
の
そ
は
の
た
し

本
、

で
の
た

。
た
っ
あ
が
景
背

る
す
護
擁
を
益
権
の
そ
、

適
、
て
み
顧
を
法
、

め
た

こ
る
す

え
与
を
償
補
な
当

條
本
に
ら
さ
。
る
な
に
と

第
院
政
行
、
局
全
安

の
例

検
を
」

、
会
規
法
、
組
一

共
と
部
防
国
た
し
成
完
討

に

、
日
八
二
月
五
年
）
七
八

戒
、
し
か
し

続
手
の
読
三

受
件
案
諜
匪
乱
叛
期
時
厳

の
治
政
主
民
の
在
現
、
に

、
が
と
こ
る

社
び
及
態
生

い
合
い
か
向
に
実
事
史
歴

て
め
努
が
府
政
、
は
行
施

軍
、
部
防
国

し
撫
を
痛
傷

令
司
区
管

が

、
し
告
報
に
院
）
政
行

お
に
者
判
裁

。
た
し
成
完

慮
考
を
勢
情
会

に
確
て
い

て
っ
持
を
意
誠
、

づ
基
に

族
し
解
和
を
恨
仇
、

任
責

群

判
審
當
不

団
財

＋

助

三
一
の
期

章
織
組

存
の
」
会
金

判
裁
受
。
く

期
時
厳
戒
人
法

に
時
発
出

乱
叛
當
不

て
れ
さ
布
公
が
例
條

諜
匪

定
確
が
」
程

八
九
九
一
、

名
九
一

を
務
実
償
補
、
し事

董
の査

審
の
者

き
お
を
）
事
理

立

一
、
に
め
た
の
定
認
・

。
る
あ
で
年
八
は
間
期

一
は
会
事
董
の
」
会
金
基

金
基
償
補
件
案
判
審

名
五

に
日
四
一
月
二
一
年

」
会

る
す
当
担

人
法
団
財

董
、

が
業
事
の
」
会
金
基

会
事

の
部

の
高
最
は
）
会
事
理

一
ら
か
九
た
え
交
を
事
董

民
健
陳
、
れ
さ
成
構
で

叛
當
不
期
時
厳
戒

院
政
行

乱

ま
始
に
的
格
本

判
審
諜
匪

。
た
っ関

機
定
決
思
意

」
会
金
基

の
名
五

で
選
互
、
り
あ
で

予
る
な
ら
か
員
委
の
給
無

含
を
長
事
董
）
員
委
務
政

会
金
基
償
補
件
案

法
、
む

一

任
年
二
で
給
無
、
は

捐

組
小
審

置
を
長
事
董
の
名

。
く
置
を

、
長
部
防
国
、
長
部
務

基

＋

営
国
、
師
牧

法
院
法
等
高

」
会
進
促
反

徳
明
施

湾
台

の
名
五
る
な
ら
か
名
二
官

代
側
官

）

長
事
董
業
事

長
事
理

か
）
景
背
局
査
調

、

室
公

期
時
厳
戒
区
地
湾
台

者
難
受
の
名
五
の
任
主
」

と

乱
叛
期
時
厳
戒

補
件
案
判
審
當
不
諜
匪

会
員
委
献
文
省
湾
台
、
表

学
の
名
五
る
な
ら

、
任
主

件
事
治
政

正
公
会
社
・
者

、
事
理
」
会
協
理
処

っ
な
ら
か
表
代
族
家
の
そ

る
い
て

究
研
の
」
例
條
償

）
徐

研
央
中
、
授
教
学
大
湾
台

に
れ
そ
、
士
人

近
院
究

区
地
湾
台

年
〇
五
市
北
台

。

平
判
審
當
不
期
時
厳
戒

三
の
ら
か
府
政
、
他
の
そ

の
名五

八
〇
一

代

、
員
究
研
所
究
研
史
代

進
促
反

平
件
案
怖
恐
色
白

か
置
が
事
監

、
表
代
」
会

い
て
れ

）
五
六
四

＋
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て
っ
な
に
う

政
行
、
が
る

役
懲
の

の
額
償
補

基
償
補

が
長
院

よ
に
」
例
條

を
刑

し
と
関
機
管
主
を
部
防
国

る
ぐ
め
を
算
計
数

。
る
い

点
題
問

）

〇
一
を
数
基
一
、
は
算
計

て
し
と
数
基
七
一

と
元
万

、
は
償
補
る

度
程
の
害
被

名
指
て

例
條
償
補
八
二
二

、
で
の
た
し

亡
死
、
が
る
す

」
会
金
基

て
っ
よ
に

ま
）
ど
な
刑
死

」

に
法
方
る
え
加
を
数
基

同
は
数
基
高
最
、
べ
比
に

務
業
の
係
関
政
行
の

で
一

者
踪
失
は
た

を
部
防
国
は

っ
よ

基
〇
六
の
値
高
最
を

如
の
述
上
。
る
れ
わ
行
て

は
外
以
れ
そ
も
て
っ
あ

く

れ
わ
行
て
じ
通

、
体
大
、

下
以
年
二
、
し
と
数

よ
る

、
は
初
当

ら
え
抑
に
分
半

判
審
當
不

償
補

こ
、
に
初
最

。
た
れ

数
基

＋

法

治
政
期
時
厳

る
え
加
を

償
補
と
題
問
の

、
員
委
院

に
算
計

継
定
法
の
者
給
受

年
九
九
九
一
、
は
て
い
つ

基
五
は
例
條
償
補
八
二
二

」
会
協
理
処
件
事

と
）
数

主
男
幸
王

組
合
連
う
い
と

経
を
催
開
会
聴
公
の
催

改
の
例
條
判
審
當
不
、
七

八
に
ら
さ
、
囲
範
の
人
承

、
に
日
二
一
月
四

排
の
条

案
提
う
い

長
事
董
民
健
陳

織

ま
始
が
糾
紛
、
て
し
を

議
抗
な
烈
猛
、
り
く
つ
を

、
は
に
的
果
結
、
て

動
行

件
事
八
二
二

）向
動
の
定

っ
と
に
者
難
受
が
項
条
除

一
を
役
懲
年
二
が

大
最
て

そ
。
た
っ

、
し
と
数
基
七

と

団
三
者
難
受
、
ら
か
れ

じ
は
を
渉
交
の
と
会
事
董

補
の
ど
ほ
％
〇
七
の

た
め

あ
で
題
問
の

こ
る
得
を
償

基
一
に
と
ご
年
一

。
た
っ

が
体

数

三
二
月
六
。

戒
区
地
湾
台

。
た
し
着
落
で
と

立
に
日

＋

複
の
ら
か
員

補
、
記
上

め
を
算
計
数
基
償

院
法
立

文
条
の
数

高
の
争
闘
る
ぐ

第

、
れ
さ
成
が
案
提
正
修

、
法
司
、
期
会
三
第
屆
四

て
っ
ま
い
あ
も
と
揚

防
国

の
で
院
法
立

判
審
當
不
、

委
両

。
た
っ
ま
始
が
議
審

連
次
二
第
、
次
一
第
会
員

正
改
る
す
い
た
に
例
條

席

、
り
ま
高

議
会

が
き
動
の

委
院
法
立

＋ ＋

列
、
人
五
一

〇
〇
〇
二は

で

両
、
ず
ま

」
会
金
基

ー
バ
カ

二
月
五
年

志
徐
ず
ま

条
八

日
五三

は
員
委
席

法
司
に
）
木

行
執

は
員
人
席
列
、
人
七成

周
、
長

会
席
連
次

第
。
た
っ
あ
で

が

つ
三
く
き
大
、
は
で
議

す
済
救
を
件
事
い
な
き
で

を
止
廃
の
項
条
除
排

問
るて

っ
ぐ
め

）

正
修
条
八
第
ら
か
員
委
明

会
員
委
両
防
国
、説

案
提

部
務
法
、

会
席
連
次
一
第

二

法
司
、
定
文
謝
、
長
次

五
一
月
六
は
議
会
席
連
次

一
。
た
出
が
題
問
の

に
日

に
後
最
、
題

排
条
八
は
つ

、

そ
、
と
明

受
の
」
会
金
基

議
あ
が
論
討
る
す
対
に
れ

委
席
出
。
た
れ
さ
催
開
が

国
、
玉
丹
呂
、
官
法
院

員

が
た
れ
さ
催
開

法
軍
部
防

項
条
除

の
議
会
次
一
第
、

次
、
て
っ
ぐ
め
を
止
廃
の

問
の
度
速
定
認
の
者
判
裁

。
た
っ

あ
で
題

局
副

は
）
明
志
徐
、
席
主

議
審
続
継

、
安
錦
劉
、
長

審
當
不
、
は

。
た
っ
あ
で

。
た
っ

例
條
判

に
々
人

＋

害
傷
の

厳
戒

時
小
審
予

に
で
す

の
法
立

難
受
償
賠
獄
冤
性
治
政
期

。
る
い
て
え
与
を

申
の
者、

は
に
ら
さ

基

足
不
の
心
誠
の
」
会
金
基

項
条
同

を
人
や

乱
叛
、
は
款
二
第
）
条
八

匪
、
時
当
。
る
あ
が
義
疑

人
た
っ
な
く
亡

乱
叛
と
諜

を
組

粗
な
う
よ
の
言
証
の

体
自
れ
そ
、
が
る
す
織
組

が
た
め
緩
を
格
資
請

調
は

」
会
金

し
に
遠
久
空
時
、が

度
速
査
審
の

る
い
て
っ
侮

過
に
」
歩
牛

て
せ
か
抱
を
い
疑
う
い
と

実
確
て
し
と
諜
匪
は
い
或

、
は
定
認
の

あ
が
拠
証
に

後
た
け
受
を
刑
が
数
多
大

裁
、
て
っ
も
を
料
資
な
略

限
に
拠
証
査

証
心
の
で
判

、
り
あ
が
り

困
の
証
挙
、
て

乱
叛
當
不

、
し
出
産
を
難

漸
を
者
難
受
、
ず
ぎ

償
求

る

。
る
い

零
凋
て
し
と
漸

規
と
、
得
不
償
補
は
の
も

て
れ
ら
め
求
で

い
て
し
定

形

に
枚
一
紙
た
し
出
り
作

。
る
い
て
し
と
拠
依
の
成

判
審
諜
匪
び
及

、
二
条
同

無
成
と
体
客
の
範
規
を
」

状
の

度
二
、
に
下
の
」
門

こ
。
る

、
て
い
お
に
下
況

、
て
っ
よ

は
款
条
除
排
の規

の
項
三

、
は
人
の
干
若

、
で
の
す

、
ば
れ
よ
に
定

の
除
排

＋

は
定
規
の
こ

き
続
手

当
、
ら

さ
後
落

條湾
台

が
定
認
、
し
大
拡
を
象
対

の
条
八
第
」
例

困
に
ら
さ

、
せ

治
政
の
度
高
は
範
規

の
い
多
が
人
老
に
人
請
申

不
に
か
ら
明
に
者
事

、
で

化
素
簡
の

。
る
あ
で
平
公

。
る
す
案
提
を

乱
叛
期
時
厳
戒

補
件
案
判
審
當
不
諜
匪

の
定
規
際
実
、
え
加
を
難

て
し
有
を
性

い
な
が
要
必

限
制
の
格
資
、
り
お
て
い

由
理
の
上
き
続
手
、
し
も

厳
戒
、
に
故

得
を
反
平
で乱

叛
當
不
期
時

審
諜
匪

究
研
の
」
例
條
償

）
徐

手
の
除
排
、
く
き
大
が 。

、
ず
れ
ら

、
く
多
が
き
続

を
償
補
き
べ
る
け
受
然
当

修
の
例
條
償
補
件
案
判

受ち
わ
な
す
、
正

七
八
〇
一

け

に
重
厳
を
度
速
の
査
審

限
制

な
る
す
と
い
な
れ
ら

に
共
と
る
め
緩
を）

七
六
四

＋
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対
に
れ
そ

を
償
補

時
当

で
が
と

委
讃
瓊
陳

の
似
類

長
次
部
務
法
定
文
謝
て
し

論
反
は

あ
の
為
行
乱
叛
に
当
本
、

で
き
べ
る
え
与

を
者
た
っ

し
も

に
算
予
、
に
の
い
な

を
決
判
て
っ
あ
が
拠
証
、

除
排
を
生
発
の
件
案

た
経

が
私
‥
員

で
が
と
こ
る
す

一
の
こ
、
は
の
る
す
配
心

の
こ
、
ら
な
る
す
と
る
き

如
を
例
條

の
次
て
い
続
、
し
起
提
を

な
う
よ

、
ば
え
例
、
と
る
す
量
考

形
む
込
み
組

し
乱
叛
装
武

で

正
真

し
立
成
が
」
会
金
基

が
償
補
に
者
乱
反
装
武
の

り
あ
で
の
い
な
き

れ
わ
行

項

。
す
ま

合
場
た
い
除
を
）
二
｜
八

の
る
す
正
修
に
何

当
本
、

な
ば
れ
け
な
え
考
か

。
た
れ
わ
行
が
論
討

法
、
は
者
た
け
受
を
決
判

た
し
ま

義
正
平
公
の

類
な
う
よ
の
こ
、
合
場
る

行
を
動
行
に

極
が
件
案
似

た
し
犯
を
罪
乱
叛
、
て
っ

ら
照
に
則
原
の

。
い
な
ら

し
と
い
な
少
て
め

、
て
しけ

受
を
償
補
が
者

、
も
て

顔

い
な
れ

員
委
席
主

こ
る

か
の
い

犯
乱
叛

＋

‥
福
錦

謝

う
ろ
だ

た
け
受

償
賠
に

修
の
こ
、
は
私
‥

法
定
文

が
案
正

う
よ
の
こ
、
で
の

の
状
現

。
た
し
を
案
提
な

る
あ
が
為
行
乱
叛
、
正
真

？
か
の
た
っ
あ
が

の
も

穏
は
に
律
法

？

叛
、
前
以

で
題
問

ば
れ
け
な
が
性
当

る
き
で
が
反
平
、
く
な
は

平
を
名
罪
て
全
、
は
者

か

、
時
当

？
か

で
き
べ
す
反

部
務

く
多
た
け
受
を
刑
死

多
を
文
決
判
は
私
‥
長
次

化
歩
牛
）
は
で
ま
ま

見
く

者
請
申
の
く
多
し

の
理
道
は
の
る
す
償
補
を

し
犯
を
罪
乱

で
と
こ
い
な

が
拠
証
の
何
、
に
と
こ
た

戒
、
か
さ
ま
。
い
な
ら
な

鍵
が
か
う
ど

戒
の
期
時
厳

拠
証
と
法
行
現
。
る
あ
で

。
る
あ

罪
の
患
外
・
乱
内
、
去
過

き
し
だ
甚
、
は
ち
た
者
の

証
。
た
し
ま

何
く
全
、
は

い
償
補
は
分
部
い
な
の
拠

こ
、
々
日
、
し
化
齢
高
が

か
し
。
る
あ

奔
に
う
よ
の

五
ら
か
年
八
三
国
民
、
し

拷
な
ん
み

？
か
の
た
っ
あ

呼
と
法
を
法
厳

っ
で
で
問

査
審

今

？
か
う
ろ
だ
る
べ

を
決
判
罪
有
も
て
っ
よ
に

の
者
た
れ
わ
問
に

え
し
な

証
の

が
人
何
体
一
、
で
中

ま
し
た

。
た
っ
か
な
も
拠

え
耐
も
て
と
、
し
命

。
す

の
何
、
間
の
年
〇
六
、

ら

日

な
は
で
拠
証
た
げ
上
ち

、
ず

主
、
は
の
る
す
論
討

、
正
真

を
分
処
育
教
化
感

皆
‥
顔

＋

で
た
し
犯
を
罪

供
自
理

さ條
判
審
當
不

委
雄
俊
劉

、
ら
な
つ
持
を
識
良
が
ん

。
た
れ
ら
せ
さ

判
を
切
一

が
書
白
自
い
た
っ
い

を
除
削
の
項
二
条
八
は
員

の
性
治
政
純
は
例

た
め
求

あ
で
法
立
償
補

し
理
処
て
し
ら
照
に
文
決

る
な
に
拠
証

う
ろ
だ
い
な

？
か
う
ろ
だ

八
二
二
も
員
委
仁
育
高
。

決
解
括
一
で
の
る

方
件
事

う
い
と
し
べ
す

よ
る
い
て
っ
知
な
ん
み
。

時
当
、
に
う主

を
決
解
括
一
る
よ
に
式

。
た
っ
あ
で
場
立

た
し
張

者
難
受
、
た
ま

矢
理
無
が
ど
ん
と
ほ
は

体
団

、
は
員
委
江
金
鍾
。

す
対
に
条
八
の

＋ ＋

次
は
場
立
る

案
草

の
も
て
し

も
う
金
償
法

。
る
あ
で
り
通
の

の
つ
三
に
条
八
第
の

を
請
申
償
補さ

免
赦
に
で
す
り
よ
に
法

裁
受
た
れと

も
は
の
う
行
を
」
免
赦

義
名
。
い
な
は
で

そ
と
も

っ
よ
に

っ
持
を
免
赦
の
上

受
を
償
賠
は
い
或
償
補
て

単
、
は
の
も
た
け
受
を

領

そ
り
あ
で
の

と
人
本
に
純

す
為
行
権
私
、
上
質
性
の

排
」
い
な
来
出
が
と
こ
る

除
排
が
」
者
判

が
定
規
除

の

責
の
局
当
は
の
る
れ
さ

け
だ
る
す
除
免
を
」
責
罪

償
補
の
上
質
実
て

る
あ
で

た
し

ま
、
は
の
る
え
変
に

の
る
す
除
排
を
者
判
裁
受

も
の
間
関
機
家
国

当
不
は

属
に

用
雇
た
っ
あ
と
も
と

期
時
厳
戒
し
か
し
。
る
す

補
は
れ
こ
。
る
あ

審
當
不

回
任

抵
に
旨
主
の
例
條
償

国
も
そ
も
そ
。
る
あ
で
避

つ
か
が
者
事
当
。

法
が
家

と
こ

傷
た
っ
被
に
当
不
て

弄
愚
を
民
人
で
理
合
不
に

。
る
あ
で

も
る
す

利
権
損
受
民
人
期
時
厳
戒

る
取
け
受
て
っ
よ
に
係
関

は
者
害
受
判

来
出
の
と
こ

提
を
求
要
て
し
対
に
家
国

に

。
る
あ
で
の
も
る
す
触

実
を

対
に
罪
の
定
一
り
よ

あ
で
の

る
す
済
救
に
的
質

り
よ
に
」
例
條
復
回

。
る

払
支
を
分
部
た
っ
か
な

補

公

、
り
あ
で
の
も
る
す
起

＋

あ
で
民

に
権

は
家
過
定
れ
こ
と
う

賠
の
害
迫
な
当
不
る
す
対

暴
家
国
が
民
公
、
り

を
償

害
迫
り
よ
に
力

認
て
し
と
諜
匪
及
犯
乱
叛

あ
で
の
も
る
す

確
れ
ら
め

執
が

期
時
治
政
怖
恐
。
る

定
認
の
状
罪
。
た
れ
さ
行

は
何
如
性
法
合
の
程

量
と

害
受
然
当

く
置
く
ら
ば
し

ら
わ
関
に
定
認
分
身
の
者

る
あ
で
為
行
る
め
求

合
場
た
れ
さ

権
の
員
務
公

す
償
賠
が
家
国
を
れ
こ
は

は
」
者
る
あ
が
拠
証
な
実

考
を
情
実
の

る
れ
さ
除
排

案
治
政
の
て
全
、
と
る
え

迫
脅
だ
た
、
て
い
お
に
刑

法
も
て
し
と

め
求
を
果
効

法
違
始
終
て
い
お
に
行
執

）

ば
ね
わ
負
を
任
責
償
賠
ず

は
者
損
受
益

。
い
な
ら
な

賠
て
っ
よ
に
位
単
務
服
原

と

。
る
あ
で
然
当
が
の
る

過
が
府
政
、
は
項
条
う
い

関
機
係
関
は
件

法
悪
の
去

る

し
を
為
行
法
違
て
全
が

え
超
を
法
の
常
正
り
ま
あ

と
こ
た
っ
あ
で

を
れ
こ
て

償
こ
と
る
め
認
の
人
万
は

正
の

然
当
が
の
る
け
受
を

り
お
て

よ
し
護
擁
を
性
当

た
し
行
強

で
中
の
法
犯
、

っ
従
。
る
あ
で
ろ

制
令
法

＋

国
て

。
る

る
ゆ
わ
い

そ
と
者

介湾
台

条
八
る
あ
で
」
項
条
除
排

厳
戒
の
代
時
裁
独
石

項
二

名
に
族
家
の

が
体
自
期
時

与
が
償
補
と
復
回
誉

乱
叛
期
時
厳
戒

補
件
案
判
審
當
不
諜
匪

、
て
し
と
点
論
る
ぐ
め
を

さ
算
清
に
的
治
政

の
止
廃

る
れ
ら
え

の
も
き
べ
る
れ

。
る
あ
で
き
べ究

研
の
」
例
條
償

）
徐

な
う
よ
の
次
は
ら
か
場
立

を
点
諸

）

原
の
難
受
、
で
の
る
あ
で

問
は
因

九
八
〇
一

ず
わ

き
で
が
と
こ
る
げ
上

難
受
の
て
全
、）

九
六
四

＋
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さ
定
制

厳
戒

準
基
的

厳
戒

と
ほ

事
常
非
、
法

酷
過
い

え
例

態

期
時
乱特

事
刑
た
れ
さ
行
施
れ

反

刑
別
特
の
期
時

体
自
法
別

反
違
に

る
あ
で
効
有
が
法

わ
行
に
的
道
人
非
、
て
し

よ
に
白
自
が
件
事
の
ど
ん

主
産
共
の
正
真
、

お
て
っ

を
罰
刑
な

た
っ
あ
で
者
義

）
期
時
圧
鎮
乱

。
た
し
課

法
不
が

わ
に
年
七
三
の
法

逮
、
も
て
し
と

。
る
あ
で

。
た
れ

訴
起
・
査
捜
・
捕

迫
脅
、
問
拷
は
白
自
、
り

想
思
、
も
て
し
と

瞞
欺
、

恒
半
る
た

圧
弾
の
由
自
の

・

あ
で
法
不
が
体
自
化
久

で
ま
る
至
に
刑
行
・
判
裁

た
れ
わ
行
て
っ
よ
に

法
、

さ
許
が
体
自

造
捏
、
罪
冤

の
る

く
な
は
で
の
も
る
れ

、
続
手
の

で
下
の
そ
、
で

で
ど
ん
と
ほ
が

際
国
の
法

し
当
相
に
為
行
、

。
る
あ

対
に
れ
こ

な

厳
戒

＋

に
障
保

厳
戒

承
の
民

確
明

の
部
軍
・
府
政
、
し

在
現

法
諸
の
期
時

の
次
は
場
立

期
時

社
と
衛
保
家
国
、
は

と
た
っ
あ
が
害
侵
権
人
に

経
の
後
の
そ
、
し
与
寄

し

っ
よ
に
拠
証
な

を
展
発
済

得
を
認

る
あ
で
諜
匪
、
て

対
と
共
中
も

。
い
な
れ
ら

り
通

諜
匪
、
り
お
て
し
峙

序
秩
全
安
の
会

。
る
あ
で、

も
て

、
に
為
の
保
確
の

況
状
の
機
危
家
国
の
時
当決

判
と
こ

。
た
し
に
能
可を

償
補
で
ま
の
も
た
れ
さ

罪
犯
似
類
、
ば
れ
す
償
補

得
を
認
承
の
院
法
立

発
の

を
む
や
は
で

に
法
適
、
て

れ
す

あ
が
ろ
こ
と
い
な
え

公
や
緒
情
な
的
会
社
、
ば

。
い
な
き
で
止
防
を
生

正

、
し
た
っ

。
た
れ
さ
定
制

ず
わ
ぐ
そ
に
感

全
安
家
国

国
、

＋

家
国

装
武

に
法
全
安

こ
の
上
以

罪
冤

叛

を
義
主
産
共
、
て
っ
よ

た
っ
あ
の
為
行
力
暴
や
乱

な
法
不
ど
な
造
捏
、

の
も

大
、
ら
か
と

す
対
に
件
事

が
方

い
て
し
止
禁

下
権
政
石
介

で
ま

そ
で
方
他
、
に
の
る

か
行
は
に
け
わ
る
す
償
補

は
道
の
償
賠
・
審
再
る

な

め
認
を
虐
暴
の
で

。
る
あ

す
罪
免
を
れ

家
国
、
が
る

。
い

い
な
き
で
は
と
こ
る

裁
独
発
開
、
論
障
保
全
安

、
論

と
」
る
あ
で
法
も
法 。
悪

＋ ＋

し
。
る
か
わ

合
式
形
う
い

を
定
規
外
例

李
、
題

條
判
審
當
不

當
不

、
論
法

、
は
と
件
事

烽
か

の
る
や
を
金
に
イ
パ
ス

、
し

設

」
ロ
テ
色
白
代
年
〇
五

を
法
方
決
解
括
一
、
ず
け

さ
済
救
で
例
條
判
審

る
と

救
り
よ
に
例

難
受
い
な
れ

員
委

受
治
政
い
な
れ
さ
済

は
ら
か内

共
国

代
時
の
乱
馬
荒
兵

島
列
山
舟
、
に
中
最
の
戦

民
国
な
暴
粗
う
い
と
」
かが

論
情
感

あ
で
」
害
侵
権
人
な
大
重

よ
え
言
と
る
あ
で
き
べ

る

者
難

題
問
済
救
の
者

。
う

席
連
、
て
し
関
に
題
問
の命

逃
に

会

が

）
た
げ
逃
ら
が
ら
か
命

戦
、
れ
さ
領
占
に
側
国
中

条
八
て
っ
よ
に
ど
な

不
況

点
観
う
い
と

持
支
が
項
二

に
議

二
二
、
ば
れ
見
ら
か

鳴
李
て
い
お

姓
百
老
た
し

は
ら
か
員
委

な
利

れ
さ
出
が
題
問
の
」

艦
軍
は
で
軍
海
、
で
況
状

八

が
と
こ
る
い
て
れ
さ

を

、
く
じ
同
と
件
事。

た

問
」
営
鋒
先
軍
海

中
て
い
率

」
営
鋒
先
軍
海

続
が
者
る
返

寝
に
側
国

鋒
先
軍
海

＋

る
い
て
っ
行

何
、
に
し
な

た
け
受
に
際

、
は
ら
れ
こ

心
疑
、
し
出

て
け
受
を
害

た
っ
な
に
鬼
暗

を
所
容
収
で
目
名
の
」
営

に
し
な
分
処
の
ら

し
営
設

、

李
。

し
殺
い
飼

厳
戒
、
は
起
提
の
員
委
烽

い
と
者
判
裁
受
も
れ
ず
い

う

わ
に
間
期
長
、
や
痛
苦

不

済
救
で
の
た
き

下
地
り
た

は
石
介と

る
あ
で
き
べ
す

う
い
と
永
桂
の
将
大
軍
陸

約
兵
将
軍
海
い
し
わ
疑
、

禁
監
で
態
状
の
」

〇
〇
二

府
政
に
期
時

で
件
事
た
し

審
當

投
・
戮
殺
・
圧
弾
の

者
象
対
償
補
の
」
例
條
判

常
正
れ
ら
い
強
を
活
生

と

あ
で
案
提
う
い

・
庭
家
な

官
令
司
軍
海
を
心
腹

。
る

五
九
一
を
名

台
、
え
据
に

る
あ

ま
年
四
五
ら
か
年
〇

名
七
六
者
係
関
、
近
最
。

活
生
亡
逃
て
れ
逃
を
獄

が

格
資
き
べ
る
な

人
た
し
を

生
会
社

ぬ
さ
た
満
を
件
要

会
機
の
富
致
・
世
出
、
活

何
で

に
県
投
南
の
中
山
湾

求
要
償
補

拠
根
的
法
の
ら

で
と
こ
の
ち
た

を
情
陳
の

、
が
る
あ
で
の
も

。
る
あ

被
ど
な
る
れ
わ
奪
を

実

＋

係

行
暴
は
り
残

委
珠
金
翁

委
讃
瓊
陳

む
含
を
者

湾
台

係
関
件
事
島
麗
美
ら
か
員

罪
害
妨
序
秩
、
罪

問
の
者

明
う
い
と

犯
般
一
の
ど
な

員

う
い
と
要
必
が
定
規
文

一
月
四
年
九
四
、
は
ら
か

日
六

乱
叛
期
時
厳
戒

補
件
案
判
審
當
不
諜
匪

こ
。
た
れ
さ
出
が
ど
な
題

さ
訴
起
て
し
と
罪

、
は
れ

あ
で
起
提

判
審
當
不
、
れ

学
大
範
師
湾
台
に

。
た
っ

が
ち
た
生
学
で

究
研
の
」
例
條
償

）
徐

名
八
で
中
の
者
係
関
件
事

象
対
償
補
の
例
條

法
軍
は

投
・
致
拉

の
い
な
ら
な
と

っ
あ
が
件
事
る
れ
さ
獄

一
九
〇
一

で

、
が
た
れ
か
裁
で
議
会

、
が
た

関
件
事
島
麗
美
、

布
宣
令
厳
戒

）
一
七
四

＋



年
〇
〇
〇
二

学
法
館
命
立

号
四
・
三

一
七
二

＋

〇
一

巻
上
）
号
二
七
二
・

二
九

）
二
七
四

な

ら
か
日
〇
一

〇
二
月
五事

じ

テ
色
白
代
年

鍾
、
お

の
で
件

査
審

っ
あ
で
前
以
）
日会

金
基

べ
る
す
に

償
補
、
で
の
た

金

あ
が
案
提
う
い
と
だ
き

一
条
八
、
は
ら
か
員
委
江

に
つ
二
の
と
件
事
ロ

に
項

を
給
受
重
二

と
こ
る
わ
関

務
事

一
条
八
で
味
意
ぐ
防

の
長
行
執
」

題
問
滞
停
の

成
周

っ
な
と
象
対

補
、
る
よ
に

た
っ

適
、
で
の
い
な
い
て

償
補
で
件
事
八
二
二
は

。

の
る
う
り
あ
も

者
た
れ
さ

に
項

は
合
場
の
そ
、
で

い
と
」
実
事
因
原
一
同
因

況
現
理
処
と
員
人
請
申
償

令
厳
戒
を
間
期
用

す
対
に

受
重
二
の

含
も
前
以
布
宣

、

、
が
る
い
て
じ
禁
を
給

で
き
べ
す
償
補
れ
ぞ
れ
そ

よ
せ
入
挿
を
文
一
う

る
あ

次
は
告
報
る

が
案
提
の
と

た
め

二
。
る
あ
で
り
通
の

事
八
二
二

月
二
一
年
八
四

て
っ
が
た
し
。

〇
五
と
件

年
〇
〇
〇

。
た
っ
あ

同
、

五
は
数
請
申

、
在
現
月
五

が
件
九
六
一

＋

や
う
よ
に
月

。
件
〇
二
が

け
だ
分
付
受

開
回
一
に
週

、
件
二
三
二

内
以
月
ヶ
三

下
却

〇
〇
五
は
数
件
理
処

条
八
ち
う
の
数
件
下
却
、

金
た
れ
さ
行
執
が
償
補

二

こ
た
し
定
確
く

億
八
は
額

れ
さ
催

確
料
資
査
審
、
と

で

件
理
処
の
回
一
、
が
る

年
〇
一
約
、
週
〇
五
二
も

間
期
理
処
請
申
各
の
で

間

、
り
あ
で
件
余

か
る
は
を

の
項

終
査
審
ち
う
の
そ

」
者
る
あ
が
拠
証
に
実
確

）

停
が
査
審
。
る
あ
で
余
元

審
予
、
れ
遅
が
保

て
し
滞

〇
二
は
数

が
査
審
の
組
小

り
余
件

で
」
会
金
基

す
要
年
三
は
で
」
会
金
基

る
な
に
と
こ
る
え
越
に

る

で
件
四
四
四
は
数
件
了

。

二
、
り
あ

）

あ
が
疵
瑕
に
続
手
、
件
六

て
し
と
由
理
る
い

の
も
る

い
な
ま
進

準
基
償
補
、
は

は

い
て
げ
あ
を
ど
な
と
こ

）
定
予
理
処
件
〇
七
、
六

要
を
）
る
い
て
し
と

あ
で

補
が
件
五
五

の
年
二
、
し

、
件
三
六
一
、

、
定
決
償

二
一
年
九
九
九
一
が

留
保

の
る

二
は
組
小
審
予
。
る

け
受
請
申

請
申
在
現
、
で

、
間
期
付

＋

長
次
部

連
次
三
第

院
法
立

謝
、

）

議
会
席

議
会
席
連
次
三
第文

月
六
年
〇
〇
〇
二
、
は

丹
呂
、
官
法
院
法
司
、
定

員
委
席
出
、
日
九
二、

玉

名
五
一

、
長
局
副
法
軍
部
防
国

主

）
宗
宏
林
、
席、

安
錦
劉

名
八
三
員
委
席
列
、

成
周
、
長
行
執
」
会
金
基

行

務
法
、
員
人
席
列
、

で

。
た
れ
わ

＋ ＋

今

の
こ
、
件
六

も
で
こ
こ

修
の
例
條

あ
で
末
年

現
、
２

同
、
１

一
条
八
第

は
の
た
っ
な
に
題
問
ず
ま

〇
四
二
に
月
ヶ
一

理
処
、

、
で
の
る

告
報
と
理
処
件

正

望
希
を
長
延
の
間
年
二

さ
定
確
に
う
よ
の
次
は
案

付
れ

に
因
原
一

正
修
の
項
二
、

っ
よ
に
法
、
で
実
事
る
よ

則
法
拠
証
は
い
或
律
法
行

に
査
審
の

っ
あ
で
題
問
度
速
の
件
案

、
た
ま
。
た
し

周
。
た

帯

。
た
し

存
の
」
会
金
基

に
議
会
本
、
け
付
を
議
決

程
上

二
二
は
い
或
償
賠
獄
冤
て

戒
、
て
っ
よ

補
の
件
事
八

は
い
或
犯
乱
叛
の
期
時
厳

日
八
二
月
六
、
は
長
行
執

で
年
八
は
間
期
続

で
ま
に

こ
る
れ
さ

請
申
、
が
る
あ

。
た
っ
な
に
と

の
諜
匪

。
者
判
裁
受
の
償

。
者
る
あ
が
拠
証
な
実
確

受
の

〇
七
の
も
た
し
理
処

は
り
切
め
締
付

第

五
一
、
壱

＋

議
決
帯
付

１
る
す
下 五
一

の
条
六
一
と
訂
増
の
一
条

う
よ
の
次
に
一
の
条

正
修

の
合
場
の

る
え
加
け
付
に

す
当
該
に
つ
一
か
れ
ず
い

時
厳
戒

。
る
き
で
が
と
こ

の
因
原
一
同
て
い
お
に
期

の
も
る

。
る
す
訂
増
。

事

行
施
正
修
の
例
條
本
、
は

て
っ
よ
に
為
行
の
実

か
日

的
分
部
は
い
或
、

内
年
二
ら

つ
に
言
文
加
追

じ
準
に
定
規
の
例
條
本
に

條
本
て
っ
よ
に
為
行
な

て

傍
の
て
い

二
第
条
二
第
例

給
の
金
償
補

）
者
筆
は
線

受
の
定
規
の
項

請
申
を
付

２
そ

＋

、
者
判
裁

３
犯軍湾

台

内
て
っ
よ
に
為
行
の
他
の

一
年
七
三
国
民

外
・
罪
乱

、
し

三
ら
か
日
〇
一
月
二

る
け
受
を
決
判
定
確
罪
有

月
二
一
年
七
三
国
民

、
か

に
関
機
事

戒
ら
か
日
〇
一

限
制
を
由
自
の
身
人
り
よ

乱
叛
期
時
厳
戒

補
件
案
判
審
當
不
諜
匪

は
い
或
罪
患八

例
條
諜
匪
肅
檢
期
時
乱

告
宣
厳
戒
日
〇
二
月
五
年

教
化
感
は
い
或

に
で
ま
前

厳

者
た
け
受
を
令
命
の
育

・
罪
乱
内
に
前
以
除
解
令

不
だ
ま
い
れ
さ

或
罪
患
外

罪
有
は
い
或
分
処
訴
起究

研
の
」
例
條
償

）
徐

者
決
判
定
確
罪
有
の
外
以

、
罪
患
外
、
罪
乱
内
、

。
は
い
或

は
い 。

時
乱

に
例
條
諜
匪
肅
檢
期
時
乱

ざ
へ
を
定
確
の
決
判

犯
触

。
の
も
る

三
九
〇
一

し

触
に
例
條
諜
匪
肅
檢
期

は
い
或
関
機
安
治
、

）
三
七
四

＋



年
〇
〇
〇
二

学
法
館
命
立

号
四
・
三

一
七
二

＋

〇
一

巻
上
）
号
二
七
二
・

四
九

）
四
七
四

、
弐

六
一
第

戒八
九
、
参

議
審
先

金
基

条
條
本
、
四

席
連
本

は
法

ら
か
日
の
布
公
は
例
條
本

乱
叛
當
不
期
時
厳

ヶ
六

は
」
会

補
件
案
判
審
諜
匪

意
無
、
め
改
を
式
方
査
審

人
は
組
小
算
予
。
る
す

義

審
當
不
、
年

し
を
加
増
員

、

し
過
通
が
例
條
償
補
判

し
究
研
が
院
政
行

告
報
に
議
会

」
し
べ
す
理

後
過
通
の
例

。
と
こ
る
す

月
会
員
委
防
国
、
法
司
、

基
償

。
る
す
行
施
に
内
以

い
て
し
積
累
、
に
」
会
金

事
董
、
時
即
は
件
案

案
る

三
、
て

、
て
し
程
報
に
会

に
内
以
年
三
、
け
分
に
組

、
時
た

査
審

乱
叛
當
不
期
時
厳
戒

を
議
決
帯
付
う
い
と

諜
匪

は

限
時
。
た
し
成
作

修
、
で
簡
書
に
」
会
金
基

達
に
件
千
数
が
件案

法
正

償
補

緩
が
度
速
査
審
、
し

る
あ
の
議
異
。
る
え
与
を

審

。
る
す
成
完
を

予
は
件

産
財
で
例
條
償
補
件
案
判

め
た
る
切
区
を

宣
の
収
没

が

内
年
半
は
院
政
行
、
に

事
山
鼓
、
件
事
島
麗
美
、

と
こ
る
あ
で
慢六

四
、
件

げ
上
に
組
小
審

、
み
鑑
をの

者
た
け
受
を
告

優
、
て

償
賠
に

償
賠

、
し
成
作
を
法

、
件

事
）
学
大
範
師
湾
台

海よ
の
上
以

＋

麻
は
能
機
の

性
女
の
統
総次

、
し
か
し

。
た
っ
な
と

の
そ
、
に

包
を
ど
な
件
事
営
鋒
先
軍

い
て
し
括れ

さ
定
確
が
案
終
最
な
う

ま
ル
ダ
ン
ャ
キ
ス

、
が
た

第
、
し
痺

政
む
含
も
を
で

そ

、
り
わ
終
で
ま
会
読
三

、
後
の

改
」
例
條
判
審
當
不

）

お
て
し
に
か
ら
明
を
況
状

。
く

と
こ
る
す
明
説
を
と
こ
る

。
府
政
に
月
九
年
〇
〇
〇
二

統
総
、
で
中
の
争

四
第
の

の
で
院
本

ま
案
議
決
免
罷

正

で
り
か
ば
つ
待
を
過
通

、
り
あ
が
き
動
な
大
重
の

設
建
所
電
発
力
子
原

二
一

て
れ
さ
出
で

か
定
決
止
中

る
あ

が
立
対
野
与
い
し
激

議
決
の
院
本
、
は
案
正
修

正
改
に
終
に
日
五
一
月

に

陳
、
り
ま
始
ら

法
立
が
案

院
法
立
、
で
中
く
続

扁
水

を
院

議
審
続
継
ず
れ
さ
付

、
で
の
た
し
過
通

＋

が

第
し
残
け
だ

二
一
ず
ま

進
民
、
日
五
月

、
局
結
、

を
項
二

党
野
、
は
団
党
党

り
ま
つ
、
案
提
る
す
除
削

と
ど
な
党
民
親
は
党
民
国

不
が
席
出
の
員
議

し
携
連

排
的
治
政

を
の
る
あ
で
振

、

に
め
た
の
廃
撤
項
条
除

、
て
し
員
動
急
緊
を
員
議

案
提

）

打
き
抜
、
如
突
、
め
極
見、

に
的
ち

修
分
部
』
例
條
判
審
當
不

正

）

八
第
、

。
た
れ
さ
殺
封
は

提
を
」
案
草

項
一
第
を
条

た
し
出

＋ ＋

の

せ
さ
過
通
を

〇
〇
〇
二

た
れ
さ
訂
改

ら
さ
、
で

条
二
第

、
八

の
例
條
判
審
當
不

湾
台
、
日
五
一
月
二
一
年

法
立
の

）

第
、
は
容
内
の
正
改
。
た

追
が
議
決
帯
付
に

、
条
二

示
を
分
部

そ
。
た
れ
さ
加

）
す

期
時
厳
戒
う
い
で
例
條
本

台
、
は
と

」
正
改

は
院

乱
叛
當
不
期
時
厳
戒

第
、
条
八
第
、
条
五
第

匪

り
通
の
次
は
れ

、
条
四
一。

る
あ
で

線
傍

年
八
三
国
民
は
区
地
湾

年
九
四
九
一

部
例
條
償
補
件
案
判
審
諜

正
修
を
条
六
一
第

正
修
分

に
者
筆
は

条
五
一
第
、
し

く
し
新
、
で
の
も
る
よ

国
民
ら
か
日
〇
二
月
五
）

月
七
年
六
七

一
の

」
案
査
審
案
併
案
草

え
加
け
付

も
る
す
訂
増
を

、
か
た
れ
ら

告

宣
を
厳
戒
で
ま
日
四
一

る
す

＋

條
本
を
厳
戒

た
し

五
第

項
前
し
請
申

裁
受
か

、
門
金
。
す
指
を
期
時

条

時
た
し
告
宣

沙
東
、
祖
馬

受
う
い
で
例

。
す
指
を
期

、

解
厳
戒
、
は
と
者
判
裁

を
令
命
育
教
化
感
で
判
裁

そ
は
い
或
、
者
判

た
け
受

。
る
得

例
條
本
は
族
家
の

故
、
し
も
、
後
了
満
限
期

補
の
者
判
裁
受

補
て
っ
あ

南
、

算
計
数
基
は
額
金
償

一
年
七
三
国
民
は
区
地
沙

、
罪
乱
内
に
前
除

一
月
二

は
た
ま
、
罪
患
外

の
途
別
で

。
す
指
を
民
人

條
本
、
り
限
い
な
が
定
規

な
き
で
が
請
申
の
金
償

例

て
っ
以
を

判
裁
受
た
っ
か

元
万
十
は
数
基
一
毎
、
し

年
一
八
国
民
ら
か
日
〇

と

粛
検
期
時
乱

年
二
九
九
一

判
、
し
触
抵
に
例
條
諜
匪

内
以
年
二
ら
か
日
行
施
の

は
い
或
、
者

規
例
條
本
に

二
、
ば
れ
あ
が
族
家
の
そ

十
六
高
最
し
だ
た
。
る
す

六
月
二
一
）

え
越
を
数
基

罪
有
て
へ
を
決

、
で
ま
日

金
償
補
り
よ
に
定

定
確
が

得

。
る
す
長
延
を
年

付
給

判

＋

裁
受
、
し
だ
た
。
ず

条
八
第

項
前
額
総
償

が
者湾

台

受
は
い
或
、
り
た
し
亡
死

元
万
〇
〇
二
は

が
者
判
裁

補
の

で
が
と
こ
る
え
越
を

認
、
請
申
、
準
基
の
金
償

償
補
は
合
場
の
記
下

手
定

得
し
な
を
請
申

乱
叛
期
時
厳
戒

補
件
案
判
審
當
不
諜
匪

陸
大
、
て
し
亡
死
後
請
申

過
超
、
ず
き

裁
受
の
区
地

地
湾
台
は
権
領
申
の
分
部

基
は
務
事
給
支
び
及
き
続

。
ず

れ
こ
が
会
金

究
研
の
」
例
條
償

）
徐

領
申
が
族
家
者
判

継
の
区

者
）
領
受
・
請
申

家
者
判
裁
受
る
な
と
者
承

。
る
め
定
を

が
族五

九
〇
一

主

補
、
は
合
場
た
っ
な
と

。
る
得
し
張

）
五
七
四

＋
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〇
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の
因
原
一
同

出 官 査
２ １

現

に
既
、
て
っ
因
に
実
事

法
拠
証
は
い
或
、
律
法
行

認
の
款
二
第
項
前

審
の
則

こ
、
し

関
機
府
政
、
は
定

予
の
項
前

。
る
め
認
を
れ

、
家
門
専
者
学
は
組
小
審

式
方
出
選
の
そ
官
察
検
、

審
予
は
会
金
基

選
人
び
及

な
来

し
対
に
定
決
の
組
小

賠
の
獄
冤
り
よ
に
法

。
い

よ
に
査

り
た
し
領
受
を
償

罪
患
外
、
罪
乱
内
、
て
っ

他
拠
証
た
し
出
提
が

触
に

公
会
社

金
基
、
て
い
除
を

よ
に
表
代
府
政
、
士
人
正

院
政
行
が
会
金
基
は

共
り

事
理
て

を
れ
こ
し
案
提
に

席
出
の
上
以
一
の
分
二
会

補
の
件
事
八
二
二
、

三
、

る
す
犯

裁
受
た
け
受
を
償

拠
証
な
実
確
れ
ら
め
認
と

組
小
査
審
り
因
に
会

あ
の

こ
で
同

別
個
、
し
置
設
を

限
に
事
理
、
し
織
組
を
れ以

二
の
分

。
る
え
備

ず
られ

こ
は
で
し
な
意
同
の
上

件
案

。
の
も
る

。
者
判

を

の
そ
。

審
一
逐
を
実
事
の

あ
、
消
取

法
の
任
現
で
中

＋

条
四
一
第

更
変
は
い
る

な
ら

入
進
の

陸
大
通
領
受

念
記

償
補
て

条
五
一
第

い

へ
を
定
認
査
調
の
会
金
基

え
越
を
年
五
ら
か
日
知

て

領
受
の
区
地

し
領
受
も
て

を

は
い
或
ら
自
、
は
者
権

る
き
で
が
と
こ
る
す
請
申

情
事
の
次

１
の 。

一
同
。

付
給
金

該
に
か
れ
ず
い
の

條
本
、

。
る
き
で
が
請
申

て
し
と
者
象
対
償
補
の
例

補
の
そ
、
は
者
い
な

合
符

地
湾
台

帰
に
庫
国
は
金
償

取
領
て
し
託
委
に
民
人
区

以
人
二
に
件
事
償
補

る
す

る
す
当

が
者
権
領
受
の
上

条
本
、
後
正
修
、
は
の
も

認
給
発
、
は
者
る
す

第
例

る
す
属

月
ヶ
二
ら
か
日
定ら

自
。
る
来
出
が
と
こ

。合
場
る
い

す
と
ん
せ
取
領

委
に
人
一
の
中
の
そ
、
は

の
定
規
の
項
四
第
条
二

託

時
一
に
内

本
、
に
内
限
期

、
は
者
る

。
る
す
給
発
に取

領
表
代
し

へ
区
地
湾
台

を
定
規
の
例
条

な
ば
ね
せ

し 、
２
そ 、
１

＋

し
用
準

て
い
お
に
期
時
厳
戒

、
３

為
行
他
の

実
事
因
原
一
同

患
外
、
罪
乱
内
て
し
と
人

日
十
月
二
十
年
七
三
国
民

り
因
に
と
こ
た

八
三
ら
か

国
民

罪
有
て
経
を
決
判
、

ら
か
日
十
月
二
十
年
七
三

る
す
与
参
に
為
行
の

厳
戒

或
、
罪

、
て
っ
因
に
と
こ

は
い

年

例
條
諜
匪
肅
檢
期
時
乱

前
告
宣
厳
戒
日
十
二
月
五

か
た
し
定
確
が

、
に
で
ま

宣

を
育
教
化
感
は
い
或
、

、
罪
乱
内
、
に
で
ま
前
告

が
人
為
行
分
部

、
罪
患
外

以

裁
受
の
一
条
二
例
条
本

者
定
確
の
決
判
罪
有
の
外

或
、
罪
患
外
、
罪
乱
内

。
は
い

。
者
た
れ
ら
ぜ
命

期
時
乱

は
い
或

に
例
條
諜
匪
肅
檢
期
時
乱

、
の
も
し
り
な
と
者
判

触
犯

犯
触
に
例
條
諜
匪
肅
檢

＋

、
て
っ
因
に
疑
嫌
た
し

條
本
、
２

身 、
４
裁 治

＋

議
決
帯
付

条
六
一
第

に
関
機
事
軍
は
い
或
安

戒

か
な
経
を
判

の
由
自
身
人

民

裁
受
は
い
或
、
者
た
っ

か
日
五
二
月
十
年
五
三
国

受
を
限
制
の
由
自

厳
戒
ら

決
で
例

て
経
を
判
裁
、
け

は
利
権
の
金
償
補
た
し
定

ら
か
日
布
公
は
例
條
本

差

‥

る
す
行
施

期
時
厳

）
提
所
盟
連
野
在

乱
叛
當
不

受
を
限
制

件
案
判
審
諜
匪

た
っ
か
な
れ
さ
訴
起
、
け

に
で
ま
前
告
宣

。
者
判

り

無

て
い
お
に
区
地
湾
台
、

押

者
判
裁
受
た
っ
な
に
罪

は
た
ま
、
渡
譲
、
り
た
え

関
に
償
補
の 。

供
に
保
担

目
費
定
特
は
院
政
行
、
し

か
な
経
を
分
処
訴
起
不
、

審
罪
犯
争
戦

不
、
り
た
っ

安
治
、
し
犯
触
に
例
条
判

。
い
な
来
出
が
と
こ
る
す

起

。
し
べ
す
成
編
を
算
予

い
或

、
り
た
経
を
分
処
訴

人
に
関
機
事
軍
は

＋

審
先 基限

時
不
期
本件

事
本

乱
叛
當
不
期
時
厳
戒

審
は」
会
金

案
判
審
諜
匪

義
意
無
、
め
改
を
式
方
査

人
は
組
小
算
予
。
る
す
議

八
国
民
、
は
院

を
加
増
員

年
七

乱
叛
當

年
八
九
九
一

財
び
よ
お
件
案
判
審
諜
匪

政
行
、
に
め
た
る
切
区
を

過
通
正
修
例
條

年
半
は
院

ど
な

国
、
法
司
院
本
、
後

正
修
う
い
と
る
す
括
包
を

に
」
会
金
基
償
補
件

の
法

は
件
案

案
る
い
て
し
積
累

し
報
程
に
会
事
董
、
時
即

け
分
に
組
三
、
て
し

、
て

月
六
）

審
に
内
以
年
三
、

に

乱
叛
當
不
期
時
厳
戒

償
賠
の
者
告
宣
収
没
産

匪

償
賠
に
内
以

院
政
行
を
法

防

法
司
院
本
、
め
定
を
法

書
に
会
金
基
り
よ
会
員
委

し
明
説
を
旨
趣

し
だ
を
簡

件
。
い
な
ら
な
ば
れ
け
な

査
審
、
し
達
に
件
千
数
が

。
い
行
を
償
補

緩
が
度
速

査

予
は
件
案
る
あ
の
議
異

。
い
な
ら
な
ば
ね
え
終
を

」
例
條
償
補
件
案
判
審
諜

・
究
研
て
し
を

さ
過
通
を

、

付
う
い
と
」
る
す
成
作

に
会
席
連
会
員
委
両
防
国

件
事
島
麗
美
、

告
報
出
提

慢
事
六
四
、
件
事
山
鼓
、

審

、
み
鑑
を
と
こ
る
あ
でた

せ

優
、
て
げ
上
に
組
小

、
に
き
と

し
成
作
を
議
決
帯

時
厳
戒

及
、
件

。
し
べ
す

、
が
た

＋

営
鋒
先
軍
海
び

め
た

第
、
ず
ま

正
改
上
以

条
五
に
次

申
、
に

湾
台

す
討
検
に
単
簡
を
味
意
の

間
の
そ
、
は
で
条
二

。
る

二
を
間
期
請

な
に
題
問
、

受
、
は
で

。
た
し
長
延
年

、
り
だ
ん
死
が
者
判
裁乱

叛
期
時
厳
戒

補
件
案
判
審
當
不
諜
匪

大
の
理
処
請
申
た
い
て
っ

し
亡
死
に
中
請
申

遅
な
幅

金
償
補
の
そ
、

究
研
の
」
例
條
償

）
徐

能
不
付
給
償
補
る
よ
に
れ

中
陸
大
が
者
給
受

態
状
の

て
し
住
居
に
国

七
九
〇
一

る
い

ぐ
防
を
と
こ
る
陥
に

か
湾
台
、
合
場）

七
七
四

＋
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に
者
権
給
受

の
へ
国
中
らま

件
事
の
途
別

で
条
八
第

言

と
」
て
っ
よ

諜
匪
は
た

額
金
し
出
ち
持

え
替
に
葉

な
居
、

し
連
関
と
限
制
の

収
回
に
庫
国
、
は
合
場
い

、
で
一
、
は

わ
関
に

」
実
事
因
原
一
同

れ
そ
、
は
者
判
裁
受
た
っ

あ
が
拠
証
な
実
確
て
し
と

ら
え
加
が
節
一
う
い

こ
る

、
れ

、
は
れ
こ
。
た
れ
ら

乱
叛

元
万
百
二
、

の
期
時
厳
戒

れ
さ

、
ず
せ
給
支
は
上
以

新
を

。
た
め
定
を
と
こ
る

っ
よ
に
と
こ
る
え
加
に
た

で
給
受
を
償
補
の
れ
ぞ

て

る
れ
ら
め
認
が
と

道
る
き

た
ま
、
犯

て
っ
な
と
」
者

特

い
と
」
て
し
と
諜
匪
は

在
現
を
性
効
有
の
法
刑
別

に
湾
台
は
分
部
余
残

過
と

事
八
二
二
、

が
者
権
給
受

と
件

。
た
い
開
を

白
代
年
〇
五

た
い

は
て
い
お
に
二
条
同

、
が

部
う

は
い
或
、
律
法
行
現

が
分

に
去

に
罪
患
外
、
罪
乱
内

え
考
る
す
定
否
も
て
い
お

色

の
そ
、
は
合
場
る
居

方

来
元
、

て
い
お
に
」
ロ
テ

、

審
の
則
法
拠
証

、
犯
乱
叛

う
い
と
」
る
す
犯
触

に
査

範
用

適
、
り
お
て
し
示
を

て
っ
も
も
味

一
を
囲

＋

、
合
場
い１

あ
の
疵
瑕
上

条
五
一
第

般
、
る
け
お
に

は
で
１
の

罪
患
外
、
罪
乱
内
の
法
刑

の
項
条
除
排
。
る
い

限
に

党
産
共
国
中

し
関
に
用
適

は
で

な
会
員
委
作
工
湾
台

償
補
、
て
し
と
１
の
そ
、

の
も
た
け
受
を
判
裁
る

申

件
事
八
二
二
、

様
、
ど
な

罪
乱
内

の
そ
、
し
与
関
に

は
い
或
、
罪
患
外
、

。
る
あ
で
の
も
る
す
定

乱

、
て

、
に
時
同

と
定
規
業
作
の
」
会
金
基

を
け
だ
係
関
織
組
）
の
ど

囲
範
用
適
の
者
請

て
っ
も

で
形
な
々

。
た
し
大
拡
を

延

侵
の
へ
全
安
の
体
身
、

で
長

時

」
ロ
テ
色
白
代
年
〇
五

の
外
以
例
條
諜
匪
肅
檢
期

戒
を
囲
範
用
適
の
法

で
罪

乱
内
、
て
し

以
布
宣
令
厳

除
排

使
器
武
も
で
中
の
罪

寛
従
、
ず
せ

無
、
り
ま
つ

）
に
か
や
緩

に
害

連
の
し
無
状
令
、
罪

規
に
細
詳
を
償
補
る
す
対

の
も
た
っ
わ
関
に
件
事

定

確
の
決
判
罪
有

る
す
対
に

で
ま
前

の
も
た
け
受
を
定

行
力
暴
・
用

意
る
す
大
拡

た
し
と
る
す
定
認

無
が
為

し

き
続
手
、
禁
拘
・
行

。

と
償
補

。
る
あ
で
の
も
た

規
を
償
補
の

期
時
厳
戒
、

て
し
定

＋

せ
ま
含
を
間

の
１
。
る
い

た
っ
か
な
け

肅
檢
期
時
乱

七
三
国
民
、
は
で
２

の
も
の
め
た
る

八
四
九
一

條
諜
匪

３
の
１
。
る
あ
で

り

に
疑
嫌
た
し
犯
触
に
例

た
っ
あ
が
疵
瑕
に
続
手
、

日
十
月
二
十
年
）
年

へ
者

四
九
一
は
で

政
党
民
国
の

て
っ
因

解
厳
戒
ら
か
年
八

関
機
事
軍
は
い
或
安
治
、

る
い
て
し
定
規
を
償
補
の

台
な
的
質
実
の
府

の
１
。

の
で
ま
除

戒
ら
か
都
遷
湾、

に
中
間
期

の
由
自
身
人
に

、
罪
乱
内

で
４

法
、」
け
受
を
限
制

法
連
関
、
中
間
期
同
、
は

外

期
の
で
ま
前
告
宣
厳

規

は
い
或
、
罪
患よ

に

受
を
判
裁
や
分
処
的

由
自
身
人
、
り

＋ ＋

台

、
に
後
最

受
を
限
制
の

と
戦

〇
一
ら
か
今

最
の
湾

っ
な
に
罪
無
、
け

国
う
い

同
と
布
公

償
補
の
へ
者
た

を
と
こ
る
す
行
施
に
時

に

り

わ

終

暴
家
国
の
代
時
な
黒
暗
も

き
で
言
予
に
前
年

残
の
力

シ
治
政
際

い
も
誰
は
人
た

を
を
割
役
の
そ
が
ム
テ
ス

し
定
規

。
る
い
て
し
定
規

る
す
徴
象
を
さ
忍

。
た

だ
た
っ
か
な

白
代
年
〇
五

え
終

結
終
の
戦
冷
。
う
ろ

テ
色

。
る
い
て
し
と
う
よ

回
誉
名
、
る
す
関
に
」
ロ

き
て
れ
さ
離
り
切
ら
か

復

成
の
法
償
補
・

ジ
ア
東
た

冷
、
も
て
い
お
に
ア

を
立

」
法
算
清
去

ア
ジ
ア
東

＋

の
湾
台

代
現
湾
台

か
こ
そ
。
た

不史

で
点

審
當
不

位
に
線
前
最
の
戦
冷

大
重

る
れ
わ
い
と

た
き
て
し
置

審
當

て
し
に
石
金
試
を
法

義
意
と
立
成
の
」
例
條
判

湾
台
、
は
法
の
こ
、
ら

、

る
あ
で
罪
原
の

化
主
民
の

例
條
判

け
お
に
期
時
厳
戒

を
罰
処
の
者
害
加
、
は
」

賠
の
ら
か
」
害
侵
権
人
な

社
る
け
お
に
湾
台

名
・
償

社
の
そ
、

推
を
化
変
の
会

そ

見
を
熟
成
・
化
変
の
会

イ
ダ
的
会
社
に
ら
さ
て
し

行
先
、
し
と
景
背
を

ミ
ナ

力
暴
家
国
る

九
九
一
た
し

ま
含

必
る
す
算
清
を
罪
犯

受
を
傷
に
身
心
や
点
い
な

、
は
て
し
と
法
復
回
誉

け

な
々
様
る
量
し

持
を
陥
欠

く
ゆ
て

ろ
だ
る
あ
が
法
方

わ
思
に
う
よ
る
あ
も
法
方

定
改
た
し
と
景
背
を
ム
ズ

の
年
五

と
動
運

要

の
」
例
條
償
補
八
二
二

っ
な
に
の
も
の
実
現
ら
か

害
損
産
財
や
の
も
た

こ
た

と
る
い
て
っ

補
る
す
対
に

。
う

し
か
し
。
う
よ
え
い

る
ゆ
わ
い

そ

、
は
で
稿
本
。
る
れ

過

に
定
制

し
察
考
を
向
動
の

か
ら
明
を
と

、
れ
さ
発
触

い
て
め
定
を
償

。
た
し
に

を
罪
犯
の
力
権
公
、

い
な

＋

八
、
し
だ
た

い
な
、
発
告

れ
見
を
料
資

よ
え
い
と
い

湾
台

名
の
者
難
受
、
し
算
清
し

で
題
問
の
項
二
条

復
回
誉

際
実
。
う

に
う
よ
た
じ
論

ば

を
止
廃
の
項
二
条
八
、

抗
抵
の
関
機
安
公
・
軍
、

如
が

乱
叛
期
時
厳
戒

補
件
案
判
審
當
不
諜
匪

行
を
済
救
う
い
と
償
補
・

関
岸
両
台
・
中
、

と
う
お

た
し
図
企

反
を
立
対
の
係

何

通
襲
奇
る
よ
に
党
進
民

と
こ
う
い
と
か
い
し
激
に

行
が

究
研
の
」
例
條
償

）
徐

く
高
、
て
い
お
に
点
る
す

レ
、
だ
ま
、
し
映

で
価
評

み
試
の
過

プ
ン
コ
・
ド
ッ

間

た
っ
ま
し
て
し
折
挫
も

條
。
る
く
て
っ
わ
伝
ら
か

成
例九

九
〇
一

ッ
レ

。
る
あ
で
の
も
る
き

院
法
立
。

高
は
壁
の
ス
ク

に
年
一
、
後
立

議
討
の
で

て
し

）
九
七
四

＋



年
〇
〇
〇
二

学
法
館
命
立

号
四
・
三

一
七
二

＋

一
一

巻
上
）
号
二
七
二
・

〇
〇

）
〇
八
四

中
設
建
所
電

き
動
の
訂
改

決
解
が
題
問

い
、
は
案
正

始
く
や
う
よ

の
価
評
史
歴

見
ら
か
と
こ
た
っ
ま
始
が

ま
始
ら
か
定
決
止

、
も
て

流
ん
た
っ

中
の
争
政
た
っ

し

よ
の
か
る
す
折
挫
て
れ

難
受
。
い
な
は
で
け
わ
た

東
、
て
め
含
も
題
問

団
者

か
ば
た
っ
ま

お
に
ア
ジ
ア

の
こ

え
い
も
と
る
あ
で
り

立
対
と
藤
葛
な
き
大
は
法

麻
は
能
機
の
院
法
立
で

の

が
た
え
思
に
う

第
、
し
痺

動
の
体

日
〇
二
月
二
一
、

条
八
、
て
見
ら
か
ど
な
向

戦
冷
な
酷
残
く
長
、
て
い

在
存
に
中

。
う
よ

の
代
時

三

う
よ
え
い
と
る
い
て
し

を
過
通
り
わ
終
で
ま
会
読

院
法
立
は
案
定
改
に

つ
待

題
問
の
項
二

た
し
過
通
を

去
過

っ
終
に
全
完
だ
ま
は

誉
名
の
害
侵
権
人
、
算
清

ば

発
力
子
原
は
湾
台
。

回

か
し
。

修
た
っ
あ
で
り
か

え
言
は
と
た

に
全
完
、
し

題
問
償
賠
・
復

、
し
い
な

、
は

に
特
）
１

安
治
）
２

＋

は
で
稿
本

れ
こ

け
だ
部
南

九
一
）
３

対
に姜

）
４

慰
、
軍
本
日
、

約
、
で
間

ン
ワ
ル
、
ゴ
ー
ユ
、
婦
安

よ
の
者
害
被
の
法
持
維

）

の
こ
、

の
で
本
日
、
に
う

な
じ
論
ん
た
っ
い
は
題
問

、
日
三
月
四
年
八
四

。
い

の
で

に
西
南
の
島
半
鮮
朝

の
め
た
の
立
樹
府
政
独
単

政
と
軍
米
、
し

会
議
憲
制

が
討
掃
な
的
底
徹
の
軍
府

わ
行
に
間
の
こ
、
は
求

始

万
〇
一

殺
虐
人
間
民
た
れ

い
て
し
と
た
れ
さ
殺
虐
名

虐
団
集
の
ど
な
ダ

第
。
る

議
論
て
っ
わ
関
と
殺

人
な
大
重
る
よ
に
力
権
公

大
最
る
あ

た
に
」
害
侵
権

は
衆
民
の
島
州
済
、
島
の

て
し
対
反
に
挙
選

軍
米
、

。
た
っ
が
上
ち
立な

酷
残
。
た
っ
ま

選
独
単

を

の
時
当
、
で
中
の
圧
弾

し
析
分
て
け
分
に
階
段
四

は
階
段
二

一
第
。
る
い
て

で
階
段
期
初
争
戦
鮮
朝
、

例
。
る
い
て
れ
さ

近
老
、

、
ば
え

、
も
て
し
い

ワ
ス
ラ
マ
ク

さ
な
が
償
賠
・
復
回
誉
名

し
図
企
が
晩
承
李
と
政

れ

対
反
挙

に
日
〇
一
月
五
、

の
隊
部
ラ
リ
ゲ
ぶ
叫
を
」

分
九
の
口
人
の
島

に
撃
攻

上
以
名
万
三
、
上
以
一
の

の
年
八
四
九
一
、
は
階
段

軍
米
の
里

闘
国
救
七
・
二

保
、
殺
虐
人
間
民
る
よ
に

』
書
告
報
ミ

連
導

が
る
あ
で
情
実
い
な
い
て

鮮
朝
た
い
て
れ
さ
定
予

、

襲
が
署
察
警
て
っ
よ

島
半

た
れ
さ
殺
虐
が

、
れ
さ
撃

戦
鮮
朝
ら
か
争

。
る
す
と

ど
な
件
事
盟

期
の
で
間
争

。
る
れ
ま
含
が

＋

、
り

と
名
〇
〇

階
段
三
第

九
一
』
鑑

推
と
名
万

〇
一

一
年
〇
五
、
は

く
し
乏
に

の
ー
サ
ー
カ
ッ
マ
、
月
〇

階
段
四
第
。
る
い
て
見

仁

一
｜
〇

月
六
年
一
四
、
は

殺
虐
が
人
間
民
の
万
〇
四

る
い
て
し
算

た
れ
さ

。）
〇
九
九
一
ン
サ
ヒ
鄭

三
、
ら
か
）
版
年
三
五

徐
名
万
〇
〇
四

、

ジ

待
が
査
調
な
密
厳
、
後
今

以
戦
作
陸
上
川

」
る
れ
た

軍
連
国
、
後

戦
鮮
朝
、
ら
か

軍
国
国
韓

に
主
、
後
着
膠
線
戦
の
争

る
す
と

北

姜

サ
ヒ
鄭
。）
九
九
九
一
求

年
八
四
九
一
は
錫
仲

は
ン

ョ

虐
に
で
ま
年
三
五
ら
か

ー
ル
ブ
、
ィ
デ
リ
ホ
・
ン

る
い
て
し
と

ン
ミ
カ
・
ス

。

五
‥
九
九
九
一
、
錫
仲
徐

北
、
え
越
を
線
度
八
三
が

に
鮮
朝

民
た
っ
行
で
鮮
朝

艦
と
撃
爆
別
差
無
、
し
対

期
治
統
晩
承
李

撃
射
砲

殺

〇
六
九
一
｜
八
四
九
一

少
最
、
を
数
の
者
た
れ
さ

一
、
ス
グ

七
四、
六
三
二

な
々
様
、
で
ま
）
〇
九
九

）
五
五
五
｜
四
五

を
字
数

、
二
七
一
、
で
殺
虐
人
間

ら
れ
こ
。
た
れ
わ
行
が

〇

を
殺
虐
人
間
民
の
）

よ
に

名
五

〇
〇
一

て
げ
挙

年
計
統
国
民
韓
大

、
が
る
い

性
憑
信

＋ ＋

呼
な
々
様

の
こ
）
５

報
偽

し
力
協
に

九
一
）
６

を
告

湾
台
）
７

対
に
者
害

〇
二
）
８

立
る
見
を
件
事

書
林
）
９

、
て
っ
よ
に
場

、
が
る
あ
が
称

代
年
〇
五

家
国
、
は
て
い
お
に
論
拙

南
尚
慶
、
月
二
年
一
五

暴

い
と
た

面
元
神
郡
昌
居
道

、
け
つ
を
り
か
が
い
言
う

で

。
た
い
て
し

一
月
二

怖
恐
色
白
代
年
〇
五

度
年
〇
〇

と
」）
ル
ロ
テ

版
出
学
大
南
全
、
国
韓
、

・
復
回
誉
名
る
す

ら
か
部

と
国
韓
｜
較
比
の
法
償
賠

、」
怖
恐
色
白

揚

」
件
案
治
政
代
年
〇
五

お
を
点
焦
に
圧
暴
の
力

五

く

た
れ
わ
行
で

白
代
年
〇
五

。
件
事
殺
虐
量
大
人
間
民

六
若
老
女
男
、
日
一

国
韓

い

し
殺
虐
団
集
を
名
四
〇

九
四
九
一
、
る
い
て
れ
わ

定
予
版
出

五
九
一
ら
か
年

語
鮮
朝

湾
台

本
日
の
要
概
の
そ
。

学
大
館
命
立
」
に
心
中
を

研
文
人

、」
件
案
史
歴
代
年
〇

テ
色

、」
件
案
代
年
〇
五

よ
に
脈
文
、
い
用
を
」
ロ

師
一
一
第
軍

語
用
の
他
り

ラ
リ
ゲ
産
共
が
隊
連
九
団

義
主
産
共
は
に
部
上
、

の

に
年
六

八
一
た
じ
通
と
者

、
る
至

語

る
よ
に
党
民
国
・
石
介

拙
、
は
介
紹
な
単
簡
の
で

稿

究
研
会
社
化
際
国

ジ
ア
東

第

年
〇
〇
〇
二
』
報
会

ど
な
」
件
案
乱
叛
・
諜
匪

戦
作
討
掃

。
る
い
用
を

、

を
名
七

ラ
リ
ゲ
産
共
に
中

圧
弾

虚
う
い
と
た
し
刑
処け

お
に
ア

。
す
指
を
件
事を

号
七

被
の
力
暴
家
国
る

。
い
た
れ
さ
照
参

林
若
）

林
若
）

九
一
）

＋

る
す
対
に

銅
の
碑
念

藤
伊
）

会
進
促

約
に
部
支

九
一
）

丈
正

」

主
民
と
家
国
裂
分
｜
湾
台

頁
六
三

書
掲
上

京
東
』
化

台
、
日
八
二
月
二
年
七
九

ン
ハ
を
板

で
園
公
新
の
北

い
て
し
わ
こ
ち
打
で
ー
マ

断
一
の
怒
の
衆
民
、

現
る

潔

っ
あ
で
い
思
た
見
を
面

九
九
一

書
新
公
中
』
湾
台

政
所
出
、
年
七
八

五
一

三

一

獄
は
た
ま
刑
処
と
犯
治

し
有
を
員
会
の
名
〇
〇
〇

、

そ
。
る
い
て

判
審
当
不
期
時
厳
戒
湾
台

版
出
学
大

」
会
進
促
反
平

れ
わ
行

頁
八
六

四
九
九
一

年
周
〇
五
件
事
八
二
二
た

た
し
撃
目
を
場

典
式
念
記

。

た

号
う
い
と
正
中
の
石
介

ち
た
族
家
た
し
死

頁
九
。

相
た
し
立
設
て
っ
ま
集
が

償
賠
・
復
回
誉
名
、
後
の

裂
分
が

巡
を
線
路
の
動
運

、
が
た
れ
ら
作
て
し

、
は
者
筆
に

が
」
会
助
互

。
た
せ
わ
合
居
ま
た
ま
た

の
そ
、
り
あ
で
当
不
が

そ

助
扶
互

う
言
と
れ
削
を
名

真
・
復
回
誉
名
の
件
事
と

年
七
九
九
一
、
り

明
解
相

、
て
し
後
前

、
て
し
と
然
依

五
市
北
台

あ
で
体
団
者
害
被
の
大
最

が
子
男
の
年
壮
る
あ
で
こ

の
こ
。
た
っ
あ
で
求
要

記

織
組
る
す
と
的
目
を

件
事

怖
恐
色
白
代
年
〇

個
四
。

。
る

反
平
件
案

＋

博
藍
））

湾
台

条
二
第

本 条
一
第

懲
洲

年
〇
五
及
八
二
二

県
雄
高

」
例
條
乱
叛
治

恐
色
白
代

、
は

叛

わ
な
す
、」
子
分
乱
叛

条
本
は
者
た
し
犯
を
罪
乱

う
言
で
例
条

て
い
用
を
例

項
各
条
二
第
、
は
と
徒
叛

罪
の

１

条
〇
〇
一
第
法
刑

、
項
一
）
罪
乱
内

乱
叛
期
時
厳
戒

怖

補
件
案
判
審
當
不
諜
匪

出
府
政
県
雄
高
』
史
衆
民

産
共
国
中
、
ち

九
九
一

版

す
対
に
者
調
同
の
そ
と
党

を

。
る
す
治
懲
を
れ
こ

る

。
う
い
を
者
る
た
し
犯

２

三
〇
一
、
項
一
条
一
〇
一

条

の
」
例
條
償

一
）
罪
患
外

究
研

定
を
罰
処

頁
一
一

七

）
徐

の
そ
。
る
あ
で
の
も
た
め

規
、
な
主

４

３

罪
の
項
一
条
四
〇
一
、
項

一
〇
一
一

は
者
た
し
犯
を

る
あ
で
う
よ
の
下
以
は
定

。
す
処
に
刑
死

。

）
一
八
四

＋



年
〇
〇
〇
二

学
法
館
命
立

号
四
・
三

一
七
二

＋

一
一

巻
上
）
号
二
七
二
・

二
〇

る
国

１

条
四
第

）
二
八
四

一
法
刑

外

４

外

３

暴

２

者

条
四
〇
一
、
項
一
条
三
〇

い
る
あ
、
備
予

未
の
項
一

項
一
第
て
し
と
犯
謀
陰
は

わ
き
引
に
徒
叛
を
隊
軍

の

の
項
前

る
あ
、
り
た
し
た

年
三
は
犯
謀
陰
備
予
の
罪

た
し
壊
破
を
体

〇
一
上
以

領
占
法
不
を
土
国
、
り

罪
の
項
一
条
〇
〇
一
で
動

た
ま
、
国

者
る
た
し
犯
を

者
た
し
遣
派
が
国
の
そ
は

の
そ
は
た
ま
、
国

諜
通
と

諜
通
と
者
た
し
遣
派
が
国

。
る
す
罰
を
れ
こ
は
犯
遂

年
〇
一
は
者
た
し
犯
を
罪

隊
部
は
い

懲
期
有
の
上
以

し
降
投
に
徒
叛
て
い
率
を

役
懲
期
有
の
下
以
年

者
た

た
し
）
拠
窃

。
る
す
処
に

法
方
な
法
不
は
た
ま
、
り

ま
、
国
の
そ
、
て
し

国
で

て
し

て
し
を
国
の
他
は
た

、
を
域
領
の
国
民
華
中
、

は

。
す
処
に
役

ま
国
の
そ

更
変
を
憲

。
す
処
に
刑
死

る
す
覆
転
を
府
政
、
て
し

を
争
戦
と
国
民
華
中

と
こ

た

る
た
し
図
意
と
ん
せ
さ

ん
せ
さ
属
所
に
国
の
他
は

し
図
意
を。

者
る
た
し
と

。
者

た
し
行
実
手
着
て

嫌
の
諜
匪

匪
粛
）

＋

互
相
と
視

湾
台
）

慧
丘
）

博
藍
）

雑
論
政

勢
る
す
発

民
国
）

年
〇
四
九
一
は
例
条
諜

誌

あ
の
疑

九
一
れ
さ
布
公
に

え
い
と
人
何
、
は
の
も
る

け
付
務
義
を
告
密

当
も
ど

文
省

。
た
っ
あ
で
の
も
た印

編
会
員
委
献

他
君

期
時
厳
戒
区
地
湾
台

治
政
区
地
北
台
期
時
厳
戒

洲

述
口
件
案

一

化
文
知
揚
』
怖
恐
色
白

年
〇
五
九
一
は
党

四
九
九

力

戒
の
で
ま
年
七
八
ら
か

外
党
、
は

馬
出
に
挙
選
で
）
属
所
無

。
た
し
刊
創
を
」
島
麗
美

廃
に
年
一
九同

」
島
麗
美

的
目
の
法
同
。
た
れ
さ
止

治
は
い
或
府
政
の
地

第
は

五

挙
検
し
密
告
に
関
機
安

彙
料
史
件
案
治
政
代
年
〇

輯
一
第
』
史
歴

台

一
』
編

湾
台
院
究
研
央
中
湾
台
、

て
し
通
を
期
時
厳

頁
四
四

党
一
党
民
国
に
的
本
基
、

る
ゆ
わ
い
、
し

、
し
成
形
を
」
力
勢
外
党

政
の
外
以
党
民
国
、
は
人

に
条
四っ

か
な
め
認
を
党

諜
匪

通
と
徒
叛
は
い
或
、
徒
叛

と
」
い
な
ら
な
ば
ね
せ
さ

献
文
省
湾

い
て
れ
さ
定
規

序
、
年
八
九
九
一

会
員
委

九
九
九
一
所
究
研
史

野
し
持
維
を
制
体
裁
独

頁

勢
の
そ

さ
許
を
在
存
の
党

、
に
め
た
の
化
織
組
の
力

織
組
に
党
民
国
た

年
九
七

謀
と
便
方
る
す
抗
対
に
的

は
い
或
、）
者
る
せ
託
結

互
相
の
民
人
、
に
う
よ
る

裁
独
党
一
。
た
っ
か
な

監

を
誌
芸
文
、
に
月
七

反
に

力
勢
外
党
、
て
し

た
っ
装

し
成
結
が

＋

た

事
の
こ
し

名
三
八
一

党
野

政
て
し
と）

勢
外
党
。
た
っ
あ
で
」

和

傷
負
の

二
一
年
同
、
は
力

を
れ
こ
。
た
し
生
発
が
者

体
裁
独
湾
台
は
件

に
実
口

治

徴
象
す
促
を
滅
破
の
制

う
よ
る
す
場
登
に
台
舞
の

。
た
っ
な
に

、
長
会
副
」
会
進
促
日
平

日
〇
一
月

次
、
は
雄
勝
李

し
期
を
ー
デ
権
人
界
世
、

は
局
当
、

高
、
て〇

四
、
者
係
関
」
島
麗
美

憶
記
て
し
と
件
事
的

を
名

若

の
年
七
八
九
一
、
れ
さ

一
五

四
九
九
一

他
丈
正
林

二
二
に
う
よ
の

）
照
参
頁

提
を
則
原
決
解
の
件
事
八

画
計
を
会
集
で
内
市
雄

示

し
捕
逮

可
許
不
、
が
た
し

判
裁
事
軍
を
名
八
者
導
指

も
と
と
除
解
厳
戒

け
か
に

し

者
束
拘
被
の
時
当
、
に

開
公
相
真
、
１
。
る
い
て

察
警
た
し
に

任
責
び
及
、

を
誌
同
、

、
で
突
衝
の
と

は
ち
た

か
し
。
た
し
刊
廃

認
の

物
人
心
中
の
党
野
、

、
罪
謝
開
公
、
２
、
定

＋ ＋

誉
名
び
及

て
い
お

漢
、
き
で

湾
台
）

省
本
る
い

多一
編
局
務

稿
拙
）

〇
五
）

念
記
、
３
、
復
回

博
藍
）

定
制
の
日
念
記
と
立
建
碑

ー
ル
グ
・
ク
ッ
ニ
ス
エ
の

建
福
は
族

人
省
本
、
は
プ

福
の
身
出
省

ス
エ
な
様

け
分
に
家
客
と

台
を
プ
ー
ル
グ
・
ク
ッ
ニ

立
対
の
人
省
外
と
人

で
湾

い
置
に
頭
念
を
消
解
の

を
跡
足
の
争
闘
衆
民
湾
台

照
参
六
九
九

」
て
っ
ど
た

台
・
会
員
委
理
処
件
案
年洲

難
受
治
政
区
地
湾

社
化
文
知
揚
』
怖
恐
色
白

補
害
損
、
４
、

四
九
九
一

と
放
釈
犯
治
政
、
５
、
償

け
分
く
き
大
に
人
省
外
と

る
れ
ら

漢
、
は
人
省
本
、

地
各
国
中
、
は
人
省
外
。

っ
い
と
群
族
は

ま
集
ら
か

群
族
、
で
こ
こ
。
る
い
て

。
る
あ
で
の
も
た

を

台
と
本
日
｜
ル
ロ
テ
色
白

会
助
互
人

戦
ア
ジ
ア
、
湾

對
部
防
国

政

。
頁
四
二

政
代
年
〇
五

。
絶
根
の
害
迫
治と

族

進
促
日
平
和
八
二
二

族
山
高
る
あ
で
民
住
先

族
漢
た
き
て
っ

大
に
族
九

が
族
民
数
少
の
数
少
、
と

、
は
の
る
い
て
げ
上
り
取

闇
の
史
後

発
件
事
八
二
二

』
る
迫
に

案
治

と
戦
冷
の
ア
ジ
ア
東」

見
意
処
研
之
』
件

九
九
一

会
集
彙
献
文
関
相

け
分
と
）
る
す
別

）
年
一出

。
る
れ
ま
含

が
と
こ
る

の
因
原
の
生

に
景
背
と
身

ロ
テ
家
国

て
っ
な
と
つ
一

九
一
』

事
本
日
」
ム
ズ
リ

頁
七
一

六
九

）

省出
に
式
幕

登
李
）

＋

一
』
聞
新

の
こ
）

に
了
終

制
て
し
と

家
国
）

会
員
委
献
文

を
容
内
の

よ

」
稿
聞
新

統
総
輝

省
史
歴
代
年
〇
五

月
二
一
年
八
九
九
一
、
は、

て
し
席

日
〇
一受

て
め
求
を
権
人
・
主
民

一
月
二
一
年
八
九
九

さ
難

は
述
記
の
節

）
刊
朝
日
一

員
委
の
報
公
院
法
立
湾
台

七
八
九
一
は
法
全
安

記
会

さ
定

終
の
期
時
厳
戒
の
年、

は
め
初
。
た
れ

員
動

て
っ

国
期
時
乱さ

称
改
と
」
法
全
安
家
国

。
た
れ

憲
は
社
結
、
会
集
の
民
人

留
譲
不
府て

し
背
違
に
法

人
界
世
の

六
九
九
一
』
白

苦
が
犯
治
政
、
に
ー
デ
権

い
深
に
々
方
た
れ

受
を
難

す
ま
げ
上
し
申
を
び
詫
お

、
い
伴
に
結

。
る
よ
に
録

っ
る
ふ
を
威
猛
で
ま
れ
そ

公
て
し
と
」
法
全
安
家

た

は
法
同

一
、
が
た
れ
さ
布

を
的
目
の
そ
、
で
条
一
第

を
者
義
主
産
共
、

安
家
国

け
は
い
或
、
り
た
し
張
主

受
、
に
島
緑
、
島
獄
監
た

湾
台
、
と
」

慕
追
を
者
難

、
て
し
と
者
導
指
高
最
の

公

や
」
例
条
乱
叛
治
懲

一
九
九

」
例
条
諜
匪
粛
検

年

員
動

期
時
乱

」
保
確
の
全

の
圧
鎮
乱
反

と

国

と
」
護
維
の
定
安
会
社

こ
る
す
張
主
を
裂
分
の
土

る
すと

」
ず
得
を
と

謝
式

除
の
」
碑
念
記
権
人

。
た
っ
行
を
罪

の
法
刑
治
政
の
ど
な

日
朝

時
員
動
総
の
め
た

法
替
代

第
、
り
お
て
し

の
」）
期

い
て
し
定
規

そ
、
で
条
二

、
り
ま
つ
。
る

＋

許
請

い
て
っ
な

義
主
産
共

台

条
九
同

法
同
に
的

を
可

張
主
の
立
独
湾
台
と
者

湾

論
言
る
ず
禁
を

、
は
で
条
三
第
。
る

結

境
出
入

り
お
て
し
定
規

往
に
国
外

違
る
す
対
に
定
規
の
こ
、

を
来
往
の
と
陸
大
国
中
は

い
お
に

し
と
法
る
す
制
規

、
は
て

に
内
域
地
厳
戒
期
時
厳
戒

乱
叛
期
時
厳
戒

社
補
件
案
判
審
當
不
諜
匪

し
か
し
。
る
あ
で
法
止
禁

出
る
す
来

第
、
は
法
同
、

国
中
、
り
な
異
は
と
国
入

、
で
条
六
同
、
は
反

陸
大

て

三
と
役
懲
の
下
以
年
三

あ
で
情
実
る
い
て
し
能
機

機
判
審
事
軍
て
い
お

。
る

償

現
非
た
経
を
判
審
の
関

究
研
の
」
例
條

に
項
事
止
禁
の
条
二

）
徐

の
と

た
持
を
則
罰
る
す
対

し
関
に
」）
す
指
を
来
往

の
下
以
元
万

警
部
政
内
、

い
と
」
る
す
科
併
を
金
罰

戒
は
件
案
事
刑
人
軍
役

う

〇
一
一

規
の
次
後
除
解
厳

も
い
弱
の
性
効
実
、
ず

三

局
理
管
境
出
入
署
政

と
の

お
て
け
設
を
則
罰

申
の
へ

処
て
っ
よ
に
定

質
実
、
り

、
一
。
る
す
理

）
三
八
四

＋



年
〇
〇
〇
二

学
法
館
命
立

号
四
・
三

一
七
二

＋

一
一

巻
上
）
号
二
七
二
・

四
〇

確
に

判
審
事
軍

）
四
八
四

こ
る
す
を

し
定

近
に
復
回

反
平
））

指
を
員
成

匪

）

立

）

も
る
ざ
せ
結
終
が
続
手

立

は
者
た

案
の
中
査
調
は
の

或
訴
上
に
院
法
轄
管
当
該

、
三
。
る
得
を
と

抗
は
い

る
い
て
し
定
規
と
」
略
省

、
は

る
す
正
訂
、
す
正
を
り
誤

。

、
で
葉
言
い

中
は
」
党

。
る
す
当
該
に

共
国
中
は
た
ま
党
産
共
国

第
』
報
公
院
法
。
す

党
産

一
二
一

巻
六
十
八

十
八
第
』
報
公
院
法

頁
二

該
を
件

。
頁
二
四
一

巻
六

移
に
査
調
の
事
検
轄
管
当

を
と
こ
る
す
告

判
審
、
し

は
い
或
審
再
し
但
。
ず
得

を
者
た
っ
被
を
罪
冤 。

非

」
る
す
に
罪
無
）、

会
員
委
作
工
省
湾
台

大

案
の
中

中
は
」
織
組
乱
叛

審
の
院
法
轄
管
当
該
は
件

を
因
原
の
訴
上
常

移
に
判

修

よ
に
法
は
の
も
る
す
有

店
書
館

で
義
の
）』
典
辞
大
日
中

は
い
る
あ
党
産
共
国

り
あ

す組
る
す
調
同
に
れ
そ
、

で
す
が
判
裁
事
刑
、
二
。

上
常
非
は
い
或
審
再
て
っ

・
償
賠
、
復
回
状
原
、

訴

、
織

誉
名

の
ら
れ
そ
は
」
諜
匪

〇
〇
五
は

人
他
）

＋

統
総
）

台
新
））

立志
徐
）

湾
台
）

金
翁
）

被
事
刑
る
わ
関
と

文
謝
）

元

造
偽
を
拠
証
の
件
案
告

直

。
す
処
に
金
罰
の
下
以

レ
の
元
湾

関
機
報
情
の
属

が
る
い
て
し
動
変
は
ト
ー

八
第
』
報
公
院
法

〇
二
、

会
員
委
期
三
三
第
巻
九
十る

よ
に
名
三
三
等
明

区
地

乱
叛
當
不
期
時
厳
戒

行
對
会
助
互
人
難
受
治
政

版
院
政

会
員
委
両
、
は
員
委
珠

戒

法
定

言
発
の
で
議
会
席
連

暴
を
れ
こ
、
は
長
次
部
務

い
或
、
造
変
、

で
案
犯
力

、
造
偽
、
り
た
し
匿
隠
は

日
が
元
一
で
初
年
一
〇

変

に
録
記

で
円
四
約
の
円
本

。
る
よ

例
條
償
補
件
案
判
審
諜
匪

乱
叛
期
時
厳

文
条
条
八
第

償
補
件
案
判
審
当
不
諜
匪

法
償
補
の
連
一
、
じ
通
を

を

い
て
し
と
る
あ

治
政
湾
台

〇
〇
一
法
憲
、
た
ま
。
る

た
し
用
使
を
拠
証
た
し
造修

。
る
あ

以
年
二
は
の
も

幾
的
案
草
例
條

」
案
草
正

」
見
異
点

案
法
反
平

一
）
ト
ン
リ
プ

あ
で
き
べ
る
み
て
し
と
」

主
と
る

条
一
〇
一
、
条
）
乱
内

期
有
の
下

以
）
乱
叛
力
暴

八
九
九

い
或
役
拘
、
刑
徒い

て
し
張

日
五
二
月
五
年

言
と
能
可
償
補
は
外

。
る

て
し
明

＋

な
う
よ
の

こ
。
る
い

ま
）
日

董
、
件
七

ヶ
一
）

育
高
、
て
い
つ
に
件
の

で

の
も

機
府
政
、
は
員
委
仁

的
観
客
平
公
、
て
い
開
を

の
後
り
余
月

行
を
査
審
な

行
執
周
の
で
日
九
二
月
六

、
件
一
一
一
留
係
会
事

長

請
申
、

一
一
行
執
金
償
補

理
処
、
件
余
〇
〇
八
五
が

出
提
り
よ
に
関

も
た
れ
さ

の
て
っ
よ
に
拠
証
た
れ
さ

。
る
す
張
主
、
と
し
べ
う

五
請
申
総
、
は
で
告
報
の

、
元
億

〇
七
、
件
三
七
二

完
査
審
で
年
三
そ
よ
お
お

〇
〇
〇
二
が
の

。
定
予
了

と
う
よ
し
を
請
申
、
件
余

を
査
審
が
組
小
審
予
、
み

が
件
六

で
当
不
は
の
る
す

条
八
が
件
六
、
み
済
理
処

、
日
五
一
月
二
一

該
項
二命

李
で
院
法
立

一
が
の
も
る
い
て
し

員
委

あ
た
し
言
発
と
」
件
余
万

、
ば
わ
い
、
り

会
員
委
審
予
、
当

」
審
四

、
は

六
八
留
係

日
前

。

四
一
月
二
一

＋ ＋

湾
台
）

下
以
）

あ
で
五
員

湾
台
）

湾
台
）

の
こ
）

本
日
、
１

巻
九
八
第
』
報
公
院
法
立

、
は
分
部
の

三
第
期
四
第

来
出
の
で
中
正
校
の
校
再

二
は
数
定
の
院
法
立

で
事

。
る

有
現
、
り
あ
で
五
二

年
〇
〇
〇
二
』
聞
新
日
朝

二
月
二
一

二
一
・
〇
〇
〇
二
』
報
合

立
、
は
分
部

面
六
・
六
・

第
巻
九
十
八
第
報
公
院
法

十
七

献
文
考
参語

防
国
、
法
司
次
三
第

期
会

遽
急
、
り
あ

記
議
会
席
連

。
る
よ
に
料
資
た
し
手
入

が
党
進
民
の
党
与
は
席
議

朝
日
二

、
し
い
た
に
六
六

に
録
記
会
院
期
二 。

）
刊

国
の
党
野

照
参
録

。
る
よ

一
党
民
親
、
三
一
一
党
民

一
属
所
無
、
九
党
新
、
七

欠
、
五

国
戴

＋

徐
ョ
ジ

、
イ
デ
リ
ホ
・
ン

同 同
東

勝

ミ
カ
・
ス
ー
ル
ブ

家
国
る
け
お
に
ア
ジ
ア
東

力
暴

』
報
会
究
研
会
社
化
際
国

〇
〇
二

八
九
一

書
新
波
岩
』
湾
台

家
国
と
戦
冷
の
ア
ジ
ア

八

七

ム
ズ
リ
ロ
テ平

の
ア
ジ
ア
東
紀
世
一
二

権
人
と
和

台
と
本
日
｜
ル
ロ
テ
色
白

ス
グ
ン

ジ
ア
、
湾

一

店
書
波
岩
』
争
戦
鮮
朝

誉
名
る
す
対
に
者
害
被
の」

号
七
第
年
〇

賠
・
復
回

編
局
務
事
本
日

州
済
｜

戦
冷
の
ア
ジ
ア
東

集
告
報
ム
ウ
ジ
ポ
ン
シ
島

迫
に
闇
の
史
後
戦
ア

一
』

償

〇
九
九

六
九
九
一
』
る

湾
台
と
国
韓
｜
較
比
の
法

リ
ロ
テ
家
国
と

に
心
中
を

九

ジ
ポ
ン
シ
湾
台
｜
ム
ズ

文
人
学
大
館
命
立
」

九
九

九
九
一
』
集
告
報
ム
ウ

研

林
若
樹
林

清
李 同

＋

湾
台

州
済
と
戦
冷
の
ア
ジ
ア
東潭

三
・
四
島

｜
制
法
の
期
時
戦
冷
湾
台

枝

七
九
九
一

家
国

論
評
会
社
』
簿
件
事
湾
台

編
他
丈
正

社
第
』
史
代
現
国
中
典
原乱

叛
期
時
厳
戒

補
件
案
判
審
當
不
諜
匪

テ
色
白

八
九
九
一
』
件
事

」
訓
教
史
歴
の
ロ

巻
七

五
九
九
一

ア
ジ
ア
東五

九
九
一

店
書
波
岩

究
研
の
」
例
條
償

）
徐

ズ
リ
ロ
テ
家
国
と
戦
冷
の

シ
湾
台
｜
ム

五
〇
一
一

』
集
告
報
ム
ウ
ジ
ポ
ン

）
五
八
四

＋



年
〇
〇
〇
二

学
法
館
命
立

号
四
・
三

一
七
二

＋

一
一

巻
上
）
号
二
七
二
・

六
〇

）
六
八
四

博
藍
二
二
国
中
、
２

同 同李
博
藍李

一

版
出
学
大
京
東
』
湾
台

四
九
九

修
大

版
二
第
』
科
百
湾
台

進
促
日
平
和
八 語

店
書
舘

会

洲

的
八
二
二
出
走

一

化
文
智
揚
』
怖
恐
色
白

洲

九代
年
〇
五

八
二
二

県
雄
高

下
上
』
献
文
密
機
局
全
安

李

峰

』
事
大
件
〇
〇
一
史
湾
台

立
自
』
影
陰

四
九
九
一

下

九

九
一

部
版
出
化
文
報
晩

高
』
史
衆
民
怖
恐
色
白
四

玉

社
版
出

版
出
府
政
県
雄

九
一 一

九

九
九
九
一

社
山

＋

湾
台
書
林

七
九

３

央
中
碧
楊
政
行
〇
五
台

揚
鮮
朝
、

代
年
〇
五
到
八
二
・
二
従

印
編
会
員
委
献
文
省

色
白

公
院
法
立
湾

戒
区
地
湾
台

代
年

八
、
巻
六
八
第

』
報

・
会
員
委
理
処
件
案
治
政

件
事
八
二
二
究
研
院

湾
台

組
小

川

八
二
二版

出
寧
克
』
索
探
八
二
二

所
究
研
史
代
近
院
究
研

社

報
時
』
怖
恐

語

期
時
厳
戒

厳

九
九
一

業
企
版
出
化
文

件
案
治
政
代
年
〇
五
期
時

〇
〇
〇
二

巻
九

編
彙
料
史

会
助
互
人
難
受
治
政
区
地

告
報
究
研
件
事

献
文
関
相

九
一

九
九
一

版
出
報
時
』

件
案
治
政
區
地
北
臺

五
九

一
』
史
歴
述
口

一
』 二

一

会
員
委
献
文
省
湾
台

五
一

三 四

六
九
九
一
』
集
彙

姜

＋

八
九
九

九
九
九

求
は
稿
本

ヒ
鄭
仲
徐

」
殺
虐
民
良
と
争
戦
国
韓

錫

争
戦』

代
年
〇
五
九
一
と
岩
奉

ン
サ

下
け
わ
る
瞑
を
目
ま
ま
の
こ

年
三
一
、
二
一
成
平
、

に

虐
民
良
の
中
の

〇
〇
〇
二

史
歴

討
策
政
回
三
第
』
殺

か
い
は

九
九
九
一

社
評
批

九
九
一

ゲ
ベ
ル
ト
』
い
な

科
）
度
年
一
〇
〇
二
、

〇

料
資
会
論金

助
補
究
研
学

成
究
研
る
よ
に

九
九
九
一

＋ ＋

。
る
あ
で
部
一
の
果

資
考
参

ま
条
二
第

特
条
一
第

】
料

乱
叛
當
不
期
時
厳
戒

匪

び
及
乱
叛
当
不
期
時
厳
戒

を
例
條
本
に
別

判
審
諜
匪

條
本

償
補
を
れ
こ
し
定
制

は
と
期
時
厳
戒
う
い
で
例

た
し
告
宣
を
厳
戒
で

台
、

。
す
指
を
期
時

例
條
償
補
件
案
判
審
諜

て
し
と
者
判
裁
受
の
件
案

地
湾

。
る
す

除
解
厳
戒
、

年
八
三
国
民
で
区

祖
馬
、
門
金

年
九
四
九
一

民
は
区
地
沙
南
、
沙
東
、

補
、
後

月
六
年
七
八
国
民

ら
け
受
を
済
救
は
た
ま
償

ら
か
日
〇
二
月
五
）

な
れ

年
六
七
国
民〇

一
月
二
一
年
七
三
国

一

公
日
七
一

八
国
民
ら
か
日

、
に
め
た
の
者
た
っ
か

布

一

日
四
一
月
七
）
七
八
九

年

給 確

＋

一

）
年
二
九
九
一

条
三
第

厳
戒
、
で
ま
日
六
月
二

び

言
で
例
條
本

た
し
告
宣
を

定

戒
、
は
と
者
判
裁
受
う

教
化
感
で
判
裁
、
か
る
す

い
或
、
者
判
裁
受

令
命
育

請
申
付

本
は
族
家
の
そ
は

裁
受
は
院
政
行

。
る
得
し

下
以

補
び
及
定
認
の
者
判

）
る
す
称
簡
と
会
金
基
、

表
代
の
族
家
の
そ

置
設
を

を
期
時

す
織
組
を
れ
こ
で

乱
内
に
前
除
解
厳

。
す
指

受
を

た
ま
、
罪
患
外
、
罪

例
條

。
す
指
を
民
人
た
け

限
い
な
が
定
規
の
途
別
で

の
務
事
請
申
金
償

本
、
り

る
す

団
財
に
め
た
の
理
処

は
事
理
の
そ
。
得
を
と
こ

は

。
る

者
学

に
例
條
諜
匪
粛
検
期
時
乱

か
日
行
施
の
例
條

し
触
抵

人
法

條
本
に
内
以
年
二
ら

乱
叛
當
不
期
時
厳
戒

公
会
社
、
家
門
専

審
諜
匪

判
、

政
、
官
法
、
士
人
正

定
規
例

が
罪
有
て
へ
を
決

補
件
案
判

金
償
補
り
よ
に

受
、
表
代
府

」
会
金
基
償

五
第

条
四
第

＋

及
者
判
裁

条湾
台

家
の
そ
び
及
、
者
判
裁
受

金
基
は
人
請
申

表
代
の
族

裁
受

が
服
不
に
定
決
の
会

で
族
家
の
そ
び
及
、
者
判

金
償
補
の
者
判
裁
受

誉
名

補
の
項
前

算
計
数
基
は
額

認
、
請
申
、
準
基
の
金
償

乱
叛
期
時
厳
戒

補
件
案
判
審
當
不
諜
匪

四
の
数
総
事
理
会
金
基
は

は
に
時
る
あ

下
以
一
の
分

び
及
願
訴
て
っ
よ
に
法
、

回
の
そ
、
は
者
た
っ
損
を

し
て
っ
以
を

し
請
申
を
復

と
元
万
十
は
数
基
一
毎
、

務
事
給
支
び
及
き
続
手
定

が
会
金
基
は

究
研
の
」
例
條
償

）
徐

政
行

。
ず
得
を
事
る
す
と得

。
る
得
し
起
提
を
訟
訴

は
者
た
っ
失
を
籍
戸
。
る

し
だ
た
。
る
す

申
を
正
訂

こ

え
越
を
数
基
十
六
高
最。

る
め
定
を
れ

七
〇
一
一

。
ず
得

。
る
得
し
請

）
七
八
四

＋



年
〇
〇
〇
二

学
法
館
命
立

号
四
・
三

一
七
二

＋

一
一

巻
上
）
号
二
七
二
・

八
〇

）
八
八
四

条
七
第

４ ３ ２ １ 条
六
第

り
通
の
次
は
囲
範
償
補

判

れ
さ
行
執
刑
死

。
る
あ
で

刑
徒

者
た

た
れ
さ
行
執
が
）
刑
役
懲

化
感

者
た
れ
さ
令
命
が
育
教
）
訓

者
た
れ
さ
収
没
を
産
財

者

の
そ
は
た
ま
、
者
判
裁
受

立
独
は
会
金
基

具
は
族
家

を
者

を
権
職
と
然
超
て
し

受
を
求
請
金
償
補
し
定
認

え
揃
を
料
資
な
的
体

し
理

し
使
行

会
金
基
で
面
書
て

か
い
、
ず
ら
な
ば
れ
け
な

査
審
の

。
る
す
給
支

る
な

り
拠
に
れ
そ
、
し
請
申
を

調
。
ず
け
受
も
渉
干

裁
受

と
者
判

連
関
び
及
実
事
査

よ
に
料
資

。
る
め
認
て
し

＋

１ 条
八
第

裁
受
、
て
っ

、
合
場
の
項
一
第

人 し
２

の
記
下

後
付
受
は
会
金
基

ず
得
を
請
申
償
補
は
合
場

の
獄
冤
り
よ
に
法
に
既

。

ま
、
犯
乱
叛

領
受
を
償
賠

前

実
確
て
し
と
諜
匪
は
た

政
、
は
定
認
の
款
二
第
項

る
め
認
を
れ
こ
、

関
機
府

学
は
組
小
審
予
の
項
前

。

会
金
基
は
選

、
家
門
専
者

基

こ
し
案
提
に
院
政
行
が

定
決
の
組
小
審
予
は
会
金

理
処
に
内
月
ケ
六

し
対
に

た
し

な
ば
れ
け
な
え
終
を

償
補
の
件
事
八
二
二
、
り

こ
る
あ
が
拠
証
な

け
受
を

提
が

者
る
れ
ら
め
認
が
と

て
い
除
を
他
拠
証
た
し
出

、
士
人
正
公
会
社

金
基
、

を
れ

共
り
よ
に
表
代
府
政

分
二
会
事
理
て

。
る
め
定

ら
三
、
席
出
の
上
以
一
の

会

。
者
判
裁
受
た

。
い
な

組
小
審
予
る
れ
さ
置
設
と

組
を
れ
こ
で
同

案
別
個
が

分

ず
ら
限
に
事
理
、
し
織

ず
経
を
意
同
の
上
以
二
の

逐
を
実
事
の
件

を
れ
こ
、

式
方
出
選
の
そ
。

査
審
一

変
は
い
る
あ
、
消
取

び
及

。
ず
得

蔵
条
九
第

し

＋

更

為
の
判
審
査
調
は
会
金
基

る
あ
、
件
文
の

要
必
、
に

は
い

う
い
で
項
前

閲
査
調
を
案

金
基

期
時
厳
戒
、
は
と
案

よ
に
定
規
の
項
一
第
は
会

を
士
人
係
関
は
に
時

て
っ

得
し
覧

っ
行
に
場
現
き
招

民
、
関
機
府
政
級
各
。
る

叛
治
懲
る
す
係
関
に

団
間

閲
査
調

は
た
ま
、
例
條
乱

及
、
件
文
た
し
得
取
、
覧

び

び
並
、
得
け
受
を
明
説
て

を
れ
こ
は
体

関
機
府
政
に。

ず
得
し
否
拒

審
例
條
諜
匪
肅
檢
期
時
乱

、
後
覧
閲
は
案

資
係
関
判

、
、
ず
ら
な
ば
ね
せ
還
返

で
料

所
体
団
間
民
は
た
ま

途
用
の
外
以
査
調

。
る
あ

第 条
〇
一
第

し

＋ ＋

供
に

二
一
第

３ ２ １
条
一
一
第

調
の
会
金
基
。
ず
得

１
条

条
八

判
裁
受
、
て
経
を
査

該
に
つ
一
の
款
各
の
項
一

用
の
金
基
の
会
金
基

す
当

不
期
時
厳
戒

如
の
下
は
途

戒

判
審
諜
匪
び
及
乱
叛
当

匪
び
及
乱
叛
当
不
期
時
厳

叛
当
不
期
時
厳
戒

判
審
諜

会
金
基

判
審
諜
匪
び
及
乱

し
如
の
下
は
源
来
の
金
基

寄
り
よ
に
続
手
算
予
府
政

た
れ
さ
定
認
て
し
と
者

付

め
認
と
る

ち
わ
な
す
、
者

え
与
を
償
補
は
者
た
れ
ら

付
給
金
償
補
件
案
。
し

ず

の
作
著
び
及
、
材
教
件
案

考
、
査
調
係
関
件
案

助
補

例
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